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１　はじめに
　スリランカ民主社会主義共和国（以下「スリランカ」という。）の現行の刑事訴訟法

（The Code of Criminal Procedure Act, No. 15 of 1979）1 は、１９７９年に制定された。同法
は、現在に至るまで改正を重ねているが、その経過を詳しく取り扱った日本語の文献は
いまだ存在しないようである。筆者は、本誌第９３号において２０２２年の改正刑事
訴訟法（The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 2 of 2022）の概要を紹介し
た 2。同改正は、スリランカの刑事訴訟の迅速化に向けたものであったが、刑事訴訟法の
改正経過をみれば、同改正以前から同様の意図の下での改正が行われていたことが明ら
かである。本稿では刑事訴訟法の最近までの改正の概要を紹介するとともに、特に刑事
訴訟の迅速化の観点から従前の改正の内容を検討したい 3。

２　スリランカ刑事訴訟法の沿革
　スリランカには現行の刑事訴訟法の制定前から刑事訴訟関連法令の長い歴史がある。
現行の刑事訴訟法の基本的な特徴は、複数の法令の改廃を経て徐々に形成されていった
ものである。そこで、スリランカ刑事訴訟法の基本的な特徴を理解するため、その沿革
を振り返っておきたい。
　スリランカは、１６世紀初めから１７世紀半ばまでポルトガル、次いで１７９６年ま
でオランダ、それ以降は１９４８年の独立までの間英国の支配下にあり、特にオランダ
及び英国の影響を受けて法律の内容及び司法制度が形成されてきた 4。刑事司法もその
例外ではない。１７９９年に、英国の総督が、オランダ支配の初期に制度化された刑事
裁判規則を大きく変更する布告を発し、１９世紀以降、刑事訴訟に関する英国の法原則
のかなりの部分が次第にスリランカの法として取り入れられるようになった 5。１８１０
年には陪審制度が Charter of Justice により導入された 6。スリランカと同じく英国の支配
下にあったインドにおいて、１８８２年に統一の刑事訴訟法典が作られ、同法を基礎

1　以下、単に「刑事訴訟法」と表記する際は、現行の刑事訴訟法を指す。本稿及び別表に引用する法律の条文は、原則
として、スリランカ司法省のウェブサイト Lawnet (https://www.lawnet.gov.lk) に掲載されている条文に基づく。

2　拙稿「スリランカ改正刑事訴訟法の概要及び試訳」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９３号２０２２年１２月３２－４２ページ。
3　２０２２年度に、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）枝川充志国際協力専門員の呼び掛けにより、筆者を含めた
当部教官数名は、スリランカの刑事訴訟法を翻訳する勉強会に参加した。本稿の内容は、同勉強会の成果としての翻
訳や指摘に多くを負っている。また、本稿について当部福島崇之教官から貴重な示唆をいただいた。記して感謝したい。
もっとも文中の誤りの責任は全て筆者にある。なお、本稿中のスリランカの刑事訴訟法の文言は、基本的に注２の拙
稿の訳に従って翻訳したものである。

4　Cooray (1974) p.295, 296。
5　チタウエラ（１９８２）１８３、１８４ページ、Peiris (1975) p.2, 3。
6　Peiris (1975) p.2。
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として１８８３年にスリランカの同名の法律が制定された 7。その後、判例法による解釈
や法改正を経ながら、同国における刑事訴訟に関する一群の法が形成された 8。１８８９
年には裁判所規則（Courts Ordinance）が制定され、上位裁判所（Superior Courts）とし
て最高法院（Supreme Court）及び刑事上訴裁判所（Court of Criminal Appeal）を、下位
裁判所（Inferior Courts）として各県に県裁判所（District Court）、各郡に少額請求裁判所

（Court of Requests）及び治安判事裁判所（Magistrates’ Court）を置くことが定められた 9。
また、１８９８年には、Criminal Procedure Code（The Criminal Procedure Code, No. 15 of 

1898）が制定された。
　スリランカは、１９４８年に自治領として英国からの独立を認められ、同年に制定
された憲法で議院内閣制が採用されたが、それまでの司法制度に大きな変更はなかっ
た 10。もっとも、２０世紀半ば頃以降、スリランカの刑事司法に関する法制度の改革を
求める声が高まり、数名の著名な法律家からなる法制審議会において刑事訴訟法のみな
らず多くの法分野について検討がなされ、さらに、司法省の司法制度調査部における
検討もなされた 11。その結果、１９７１年には上訴裁判所法（Court of Appeal Act）が制
定され、終審裁判所としての上訴裁判所（Court of Appeal）が設置された 12。翌１９７２
年に制定された新憲法は、司法権は「国民議会が法の定めるところにより設置する裁
判所その他の機関を通じて」行使するものと定め、議会が法律により一切の裁判所を
創設できるとした 13。また、同憲法には、国民議会議長が付議する法案の合憲性を審査
する憲法裁判所も定められた 14。これら一連の司法改革の集大成として、同国の裁判所
を改編・新設し、新設の裁判所である高位裁判所（High Court）等の管轄を定め、刑
事司法の運営に関係する事項についての特別手続の導入などを盛り込んだ司法行政法

（The Administration of Justice Law, Act No. 44 of 1973）が成立し、１９７４年から施行さ
れた 15。司法行政法は、Criminal Procedure Code（The Criminal Procedure Code, No. 15 of 

1898）、Court of Appeal Act 等を廃止し（司法行政法３条 (1)）、新たに民事及び刑事の
訴訟手続等を定めた。刑事面に係る特に重要な変更点として、同法施行前に治安判事裁
判所において行われていた予備審問（preliminary inquiry）についての規定を設けなかっ
たことが挙げられる。
　ところが、１９７８年に、憲法が全面的に改正され、統治制度が大統領制に移行す
ることになるとともに、憲法裁判所が廃止され、上位裁判所として、最高裁判所及び
上訴裁判所の設置が定められた 16。１９７８年に制定された The Judicature Act (Nos. 2 of 

7　Peiris (1975) p.3。
8　チタウエラ（１９８２）１８４ページ。
9　安田（１９８８）１２５－１３３ページ。「裁判所規則」の訳語のみ筆者による。
10　安田（１９８８）１２５ページ。
11　Peiris (1975) p.3、チタウエラ（１９８２）１８５ページ。
12　安田（１９８８）１３４ページ。
13　同上。
14　同上。
15　チタウエラ（１９８２）１８６ページ、Peiris (1975) p.3-13、安田（１９８８）１３４ページ。「司法行政法」の訳語
は安田による。

16　安田（１９８８）１４３ページ。
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1978)（以下「Judicature Act」と略すことがある。）は、下位裁判所として、各司法管区
（Judicial Zone）に高位裁判所、各司法県（Judicial District）に県裁判所（District Court）
及び家庭裁判所（Family Court）、各司法郡（Judicial Division）に治安判事裁判所及び初
級裁判所（Primary Court）を設置した 17。そして、１９７９年に現行の刑事訴訟法が成立
し、これに伴い、司法行政法の刑事手続関連規定が廃止された 18。現行の刑事訴訟法は、
治安判事裁判所における予備審問を復活させるなど司法行政法とは多くの点で相違して
おり、むしろ司法行政法の前身の Criminal Procedure Code（The Criminal Procedure Code, 

No. 15 of 1898）に近い構造及び内容となっている（別表１参照。）。
　刑事訴訟法のほかにスリランカの刑事手続に密接に関連する法令としては、憲法 19、
裁判所の組織、構成、管轄等について定めた Judicature Act、刑法 20、保釈の手続を定め
た Bail Act21、警察の機構、権限等について定めた Police Ordinance22、刑事・民事を問わ
ず、司法手続で扱う証拠について定めた Evidence Ordinance23、被害者及び証人の保護に
ついて定めた Protection of Victims of Crime and Witnesses Act24、一定の重大な犯罪類型に
ついて刑法及び刑事訴訟法等の特別法となる Prevention of Terrorism Act25、国連の市民
的、政治的権利に関する国際規約（International Covenant on Civil and Political Rights）を
国内法化した International Covenant on Civil and Political Rights Act 26, 27 等がある。
　以上の刑事手続関連規定の中には、我が国に類似規定のないものも見られる。例え
ば、Evidence Ordinance 中の、警察官に対してなされた自白は証拠とならない旨の規定

（２５条 (1)）や、児童が関係する犯罪に関して当該児童の供述を収めた録画が証拠と
なることを明示的に認めた規定（１６３条のＡ）などが目を引く 28。

３　スリランカ刑事訴訟法の構成及び改正経過の概要
⑴　刑事訴訟法の構成

　刑事訴訟法の改正経過の紹介に入る前に、現行の刑事訴訟法の構成について触れて
おきたい。現行のスリランカ刑事訴訟法の章立ては別表１のとおりである。全体を概
観すると、条文は４５８条まで（ただし、現時点までに削除・挿入された条文もあ

17　２条、５条 (1)、９条 (2)、訳語は安田（１９８８）１４７－１５１ページによる。
18　司法行政法の刑事手続に関する第２、４章は The Code of Criminal Procedure, No. 15 of 1979 により、第３、５、６章
は The Civil Courts Procedure (Special Provisions) Law, No. 19 of 1977 により、それぞれ廃止された。

19　The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka（20th Amendment）
20　The Penal Code (Nos. 2 of 1883)
21　The Bail Act, No. 30 of 1997
22　An Ordinance to Provide for the Establishment and Regulation of a Police Force in Sri Lanka (Ordinance Nos, 16 of 1865)
23　An Ordinance to Consolidate, Define, and Amend the Law of Evidence (Nos. 14 of 1895)
24　The Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses Act, No. 4 of 2015
25　The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act (Nos. 48 of 1979)
26　The International Covenant on Civil and Political Rights Act, No.56 of 2007
27　Soosaithas et als. (2022) p.4。
28　児童の供述を収めた録画が証拠となる旨の Evidence Ordinance １６３条のＡ（Evidence Ordinance を改正する The Ev-
idence (Special Provisions) Act, No. 32 of 1999 により新設された。）の文言は、英国の Criminal Justice Act (1988) ３２条の
Ａの文言と共通する部分が多い。そもそも、Evidence Ordinanceには、同規則に規定されていない事柄は英国証拠法に従っ
て決する旨の規定が設けられている（１００条）。なお、The Evidence (Amendment) Act, No. 6 of 2021 により、Evidence 
Ordinance 中の英国女王、英国議会、英国政府等に言及した独立前から存在する規定が改正されたが、前記１００条は
依然として同じ内容で存続している。
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る。）あり、９つの部（Part）、４０の章（Chapter）、附則第１（First Schedule）及び附
則第２（Second Schedule）からなる。附則第１は、刑法等に定められた犯罪ごとに、
警察官が令状なしに逮捕できるか、被疑者を出頭させるために令状と召喚状のいずれ
によるか、保釈可能か否か、和解可能（compoundable）か否か等の項目を記載した別
表からなる。附則第２は、召喚状、宣誓供述書、逮捕・差押え・勾留の各令状等の書
式を定めている。
　ごく簡潔に各部の概要を紹介する。第１部は定義規定、第２部は各審級の裁判所の
刑事手続に関する権限及び管轄等に関する規定である。第３部は、一般規定として、
幅広い条文を含んでおり、逮捕（第４章）、召喚（第５章）、押収手続（第６章）等に
関する規定を含む。第４部は、犯罪の防止に関する内容であり、犯罪にまで至らない
治安を乱す要因を列挙し、その要因を除去又は軽減するために裁判所や治安官（peace 

officer）が取り得る手段等を定めている。第５部は、犯罪捜査に関する内容であり、
主に警察官や治安官による捜査手続について規定している。第６部は、起訴及び公
判審理に関する内容であり、裁判所の管轄（第１３章）、治安判事裁判所における審
理（第１４、１７章）、高位裁判所における審理（第１５、１８章）、予備審問及び公
判に関する一般規定（第２１章）、証拠調べ手続（第２２章）、判決（第２３章）、刑
の言渡し及び執行（第２４章）等に関する規定を含む。第７部は、控訴等の不服申立
てに関する内容である。第８部は、特別規定として、検死（第３０章）、判断能力が
十分ではない者の取扱い（第３１章）等の規定を含む。第９部は、補足規定として、
法務長官が関与する審理（第３３章）、保釈（第３４章）、物の没収や還付の手続（第
３８章）等に関する規定を含む。

⑵　改正経過の概要
　別表２は、筆者において把握できた限りのこれまでの刑事訴訟法の改正経過を、
改正年、改正対象の条文及び改正の概要を記載して整理したものである 29。通し番号
１８の改正のみ、刑事訴訟法以外の法律によって刑事訴訟法が改正された。これまで
の改正は、通し番号２０、２３、２４の改正、すなわち、２００５年、２００７年、

29　調査の結果、① The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 24 of 1979、② The Criminal Procedure (Special 
Provisions) (Amendment) Act, No. 54 of 1980、③ The Criminal Procedure (Special Provisions) (Amendment) Act, No. 51 of 1982
という法律の存在が判明しており、これらは、いずれも、保釈が許されない場合や特定の種類の犯罪について拘禁刑
を言い渡す場合の処断刑の特則を定めた The Criminal Procedure (Special Provisions) Law, No. 15 of 1978（同法の条文に
ついては Google Books 内の ”The Laws of Sri Lanka 1978 Nos. 1-43”, Department of Government Printing (https://www.google.
co.jp/books/edition/The_Laws_of_Sri_Lanka/9MIxAQAAIAAJ?hl=ja&gbpv=1&dq=%22the+laws+of+sri+lanka+1978%22&p-
g=PP13&printsec=frontcover) を参照した。）を改正するものである。このうち、②は、現行の刑事訴訟法の保釈に関す
る規定が②に従うと定め、③もそのことを前提に、The Criminal Procedure (Special Provisions) Law, No. 15 of 1978 の適用
対象となる犯罪を拡大したものである。なお、①～③は、現行の刑事訴訟法そのものを改正していないことから、別
表２の改正経過には含めていない。

　また、Sri Lanka Ports Authority (Amendment) Act (No. 7 of 1984) は、「６１条Ａ (2) 項　港湾局法６１条Ａの犯罪は、刑
事訴訟法の令状なしに逮捕可能な犯罪とみなす。６１条Ｂ刑事訴訟法３０３条（拘禁刑の執行猶予判決）及び３０６
条（裁判所による条件付き免責）は、港湾局法６１条Ａ又は６１条Ｈの犯罪に適用されない。６５条(2)項　港湾局によっ
て権限を付与された港湾局職員は、同局を代理し、刑事訴訟法第１７章の範囲内でかつ同局が関わる限りで、あらゆ
る事柄を捜査及び調査し並びに起訴することができる。」という条文を新設しており、６１条Ｂは、刑事訴訟法３０３
条及び３０６条の適用除外を定めている（https://www.srilankalaw.lk/YearWisePdf/1984/SRI%20LANKA%20PORTS%20
AUTHORITY%20%28AMENDMENT%29%20ACT,%20NO.%207%20OF%201984.pdf）ものの、前同様、現行の刑事訴訟
法そのものを改正していないことから、別表２の改正経過には含めていない。
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２０１３年にそれぞれ特別規定（special provisions）30 が定められたときを除き、既存
の条文を削除、修正又はこれに追加するものであった。刑事訴訟法の章の順番や表題
が変更されたり、章自体が削除又は追加されたりしたことはない。つまり、度重なる
改正を経ても、制定当初の刑事訴訟法の骨格は維持されているといえる。
　これまでの改正の内容は、執行猶予の要件を定めるものから児童虐待事件の特別の
手続を定めるものまで、内容が多岐にわたり、改正の規模も様々である。ここでは、
従前からスリランカの刑事司法における重要な問題と認識されていた刑事訴訟の迅速
化に関連する改正を取り上げ、その概要を紹介するとともに、特徴を検討したい。

４　刑事訴訟の迅速化に関連する改正
⑴　概要

　刑事訴訟の迅速化は、長年にわたりスリランカの課題とされている 31。２０１７年
にスリランカ議会の委員会が公表した報告書（以下「報告書」という。）によれば、
高位裁判所に係属する事件について、正式起訴から判決までに要する期間が平均で
５．５年であると指摘されている 32。係属事件数についても、最近の統計によれば、高
位裁判所に係属中の刑事関係事件数が２０２０年１２月３１日時点で２万８５２２件
とされており、２０１８年に１万８３８３件、２０１９年に２万５０９５件であっ
た 33 ことからすると増加傾向が明らかである 34。
　スリランカにおける刑事訴訟の迅速化に関連する改正の方向性として、以下に示す
とおり、裁判所の連日開廷、特に裁判官による連日の審理を実現することが重視され
ていると指摘できる。言い換えれば、迅速化を図る方策として、裁判官による事件処

30　The Code of Criminal Procedure (Special Provisions) Act, No. 15 of 2005、The Code of Criminal Procedure (Special Provi-
sions) Act, No. 42 of 2007、The Code of Criminal Procedure (Special Provisions) Act, No. 2 of 2013。これらの特別規定には、
治安官が令状なしで逮捕した者について、原則として、全事情を考慮して合理的な期間（逮捕の場所から治安判事の
下への移動時間を除いて２４時間）を超えて身柄を拘束することはできない、ただし同規定の附則に定められた一定
の犯罪（謀殺、謀殺に至らない殺人、各種誘拐、強姦、爆発物・武器又は銃を用いた犯罪等）の逮捕については、逮
捕後の身柄拘束期間を２４時間を超えない範囲で更に延長することを認める、延長後の期間については被逮捕者に弁
護人との接見交通権を認めるといった規定や（各規定２条）、犯罪が行われることで状況が悪化している又は公共の不
安を引き起こす状況がある場合には（where there are aggravating circumstances or circumstances that give rise to public dis-
quiet in connection with the commission of an offence）、法務長官から高位裁判所に対して直接正式起訴をすることを認め
る規定（各規定３条）、同様の状況下では治安判事裁判所における予備審問を行わず、法務長官の判断で高位裁判所に
直接正式起訴するといった規定（各規定４条）等が含まれる。これらの特別規定は、いずれも、施行から２年間のみ
効力を有する限時法であるが（各規定７条）、２００７年及び２０１３年の特別規定には有効期間を延長できる旨が定
められている。

31　例えば、Soosaithas et als. (2022) p.29。
32　Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti corruption) & Media (2017) p.3（以下、同報告書については、注にお
いても「報告書」と記載する。）

33　Case Statistics year 2020 Ministry of Justice
(https://www.moj.gov.lk/images/pdf/Statistics/Case-Statistics-2020.pdf)
　ただし、この数字には、保釈請求や令状請求の件数等、公判以外の件数も含まれていることに注意を要する。参考
までに、同ウェブサイトに掲載された２０２０年の係属事件数のうち、高位裁判所を第一審として係属した公判と思
料される数字（表の項目上、Attempt to Murder & Murder、Poisonous、Opium & Dangerous Drugs Ordinance (Heroin)、
Child Abuse、Rape、Prostitution、Offensive Weapons Act、Prevention of Terrorism Act、Motor Traffic Accidents、Public Prop-
erty Act、Financial Frauds、Other Criminal Cases、Bribery Cases と表示されているもの）のみを合計すると、２万５６４
件となる。

34　高位裁判所における民事刑事を問わない係属事件全体の件数（ただし、その内訳は不明である。）は、２０１９年
が２万６０３３件、２０２０年が２万７７６６件、２０２１年（２０２１年１２月３１日時点）が３万２３３３件と
されており、同様に増加傾向が明らかである（Case Statistics 2021, the Ministry of Justice (https://www.moj.gov.lk/images/
Media_Unit/2023/reports/Case_statistics_2021.pdf)）。
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理の効率性に焦点が当てられている。
⑵　連日開廷に関する規定の導入

　裁判官３名の合議体（Judicature Act １２条）による審理について定めた４５０条
(5) 項は、１９８８年の改正（The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 21 

of 1988）前には、「高位裁判所における合議体による公判は、可能な限り迅速に、高
位裁判所における陪審員なしの公判と同様に進められなければならない」と定めてい
た。これに対し、同改正によって新設された同条 (5) 項 (b) 号は、既存の (5) 項に
付加する形で、「高位裁判所における合議体による公判（trial before the High Court at 

Bar）は、例外的な事情がない限り、公判の迅速な処理を保障するために、連日開廷
で審理されなければならない (shall … be heard from day to day)。」と定めた。現行の刑
事訴訟法に連日開廷の規定が盛り込まれたのはこれが初めてであった 35。条文上、高
位裁判所における合議体による公判であれば罪種を問わずに連日開廷の対象となるこ
とが注目される。
　さらに、２００５年の改正（The Code of Criminal Procedure(Amendment) Act, No. 14 

of 2005）により、証人の不在又はその他の合理的な理由のために審理若しくは公判
の開始を延期又はこれらの期日を持ち越して続行する場合に裁判所が当該延期又は持
ち越しの期間を定めることができる旨の２６３条 (1) 項に、新たに、ただし書きとし
て、「高位裁判所における全ての公判（trial）は、陪審員の有無にかかわらず、可能
な限り、連日行われなければならない。」と加えられた。
　刑事訴訟法そのものの改正ではないが、Judicature Act の２０１８年の改正（The 

Judicature (Amendment) Act, No. 9 of 2018）も、一部の事件について連日開廷を定め
た。これは、刑法等に定められた経済犯罪の一部 36 について、法務長官又は贈収賄汚
職防止長官（The Director General for the Prevention of Bribery and Corruption）が、最高
裁判所長官に対し、高位裁判所の裁判官から任命された３名の裁判官の合議体によ
り構成される常設高位裁判所（Permanent High Court）を第一審裁判所として審理に
付すことを求め（１２条のＡ (1) 項 (a) 号、(4) 項 (a) 号）、最高裁判所長官からそ
の旨の指示があった場合に、同裁判所における審理に付し（１２条のＡ (4) 項 (b)
号）、同裁判所において、陪審員なしの裁判官のみの合議体が連日開廷による審理を
行うことを義務付けるものである（１２条のＡ (5) 項 (a) 号）。同改正は、一定の種
類の事件について、常設高位裁判所の専属管轄を定めるとともに、連日開廷による迅

35　ウィジェトンガ（１９８３）３７、３８ページには、「高等裁判所で陪審審理が施行される場合には、審理は、評決
に至るまで毎日行われる。」とあり、法的根拠は明らかではないが、同論文執筆当時は、少なくとも高位裁判所におけ
る陪審裁判の審理は連日行われていたことがうかがわれる。同論文は、続けて、「治安裁判所及び始審裁判所（Primary 
Court）の審理についても、我が司法行政委員会は、特別の理由がない以上連日に審理すべきこと及び特別の理由は記
録上明示しておくことと定めた。同委員会は、これらの裁判所の開廷時間についても定めており、これによると、裁
判官は、１日約５時間を事件の審理、判決にあてるよう要請されているのである。」と記している。ここで言及され
ている司法行政委員会の規定は不見当であるものの、Judicature Act の１９８９年の改正（The Judicature Act, No. 16 of 
1989）により、第一審裁判所の期日は、午前と午後に分けて行われ（５条Ａ (1) 項）、それぞれが少なくとも２時間
３０分にわたって開廷されなければならない（５条Ａ (3) 項）と定められた。

36　附則の別表に定められており、例えば盗罪（theft、刑法３６６条）、背任罪（同３８８条）、文書偽造罪（同４５３条）、
マネーロンダリング罪（マネーロンダリング防止法３条）、司法官及び国会議員に関する贈収賄罪（贈収賄法１４条）
等がある。
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速な審理を義務付けることにより、刑事訴訟の迅速化を図るものである 37。
　より最近の動きとして、本誌第９３号で紹介した２０２２年の刑事訴訟法の改正に
よる Pre-trial Conference（以下「ＰＴＣ」という。）の導入が挙げられる 38。ＰＴＣは、
裁判所の主宰の下で、公判開始前に、当事者らとの間で、証人等各種証拠の利用可能
性等を整理するための手続であり、連日開廷を実現するためのいわば前提条件を整備
しようとするものである 39。したがって、近時のＰＴＣの導入は、それ以前から続く
連日開廷の導入による刑事訴訟の迅速化に向けた改正の一環と位置付けられる。

⑶　陪審裁判の対象の縮小
　スリランカにおいては、先に述べたとおり裁判官が連日審理することによる事件処
理の効率性が重視されている反面、陪審裁判の利用を狭める方向の改正がなされてい
ることを指摘できる。念のために記しておけば、一般市民を審理に参加させる陪審裁
判においてこそ連日開廷が要請されることは、スリランカにおいては当然のことと認
識されていると思料される 40。２０２２年のＰＴＣに関する改正も、陪審員の有無に
かかわらず、高位裁判所に係属する事件を連日開廷で審理することを前提としてい
た。したがって、陪審裁判の利用を狭める方向の改正が刑事訴訟の迅速化に逆行して
いるとまではいえないが、大きな流れとして、スリランカの刑事訴訟関連法が、裁判
官（特に合議体）による迅速な審理の実現を目指す一方で、陪審裁判の対象を縮小さ
せつつあることは指摘しておきたい 41。この陪審裁判をめぐる点について以下検討す
ることとしたい。
　現行の刑事訴訟法下における陪審制度は、陪審員により審理可能であると法定され
た犯罪について、７名からなる陪審員（刑事訴訟法２０９条 (1) 項）が、主に事実認
定を行い（刑事訴訟法２３２条）、有罪無罪の評決をするという仕組みである 42。陪審
員が裁判に参加する場合、裁判官は、公判の過程で現れた法的問題、証明しようとす
る事実の関連性及び証拠の許容性といった問題を判断する（刑事訴訟法２３０条）43。
陪審員は裁判官１名と共に審理に臨み、裁判官の合議体による裁判について陪審員が
選任されることはない（刑事訴訟法１６１条、Judicature Act １２条）。
　現行の刑事訴訟法は、１９７９年の制定当初、１６１条において、起訴された犯罪
のうち少なくとも１つが Judicature Act の附則第２に定められたものである場合 44 又は

37　２０１８年５月９日付スリランカ議会における法案の趣旨説明（議事録ｐ．７４）
（https://www.parliament.lk/uploads/documents/hansard/1526360684080017.pdf）。
38　注２の拙稿参照。
39　改正刑事訴訟法の詳細は注２の拙稿参照。
40　前記注３７の議事録中の「陪審裁判においては連日開廷が標準である」との発言参照（ｐ．７６、７７）。
41　その要因として、陪審裁判に要する時間、労力及び費用等の問題が想定されるものの、本稿ではこれ以上の言及を
控えたい。

42　Soosaithas et als. (2022) p.38, 39。
43　ただし、裁判官は、検察側立証が終了した段階で、有罪とするに足る証拠がないと判断した場合は、陪審員に対し、
無罪の評決を下すことを命じなければならない（刑事訴訟法２２０条）。また、裁判官は、陪審員の下した評決を認め
ない場合には、陪審員に対して再考を求め、再考後の評決が真正な評決として扱われる（刑事訴訟法２３５条 (2)）。

44　刑法２９６条（謀殺罪）、２９７条（謀殺に至らない殺人罪）、３００条（謀殺未遂罪）及び３６４条（強姦罪、た
だし１６歳未満の女性について行われた場合を除く。）、これらの犯罪の実行若しくは教唆のための教唆又は共謀、Of-
fensive Weapons Act ４条 (2)（Offensive weapon を用いて人を傷害した場合）、６条 (1)（その教唆、共謀及び幇助）に
定められた犯罪及びこれらの犯罪の共謀（The Judicature (Amendment) Act, No. 27 of 1998 による改正後。）。
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法務長官が事件の性質や事情を考慮して高位裁判所において陪審員により審理すべき
と決定した場合に、陪審員により裁判をすることを定めていた 45。しかし、１９８８
年の改正（The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 11 of 1988）により、
１６１条に、「本法及びその他法律の規定に従い、全ての正式起訴に係る高位裁判所
に係属する起訴事件は当該裁判所の裁判官により審理されなければならない。ただ
し、起訴された犯罪のうち少なくとも１つが Judicature Act, Nos. 2 of 1978 の附則第２
に定められたものである場合、公判は、被告人が陪審員により審理されることを選択
した場合に限り、裁判官１名と陪審員によるものとしなければならない。」と定めら
れた 46。同改正は、被告人の陪審裁判を受ける権利を明示的に定めたものとされる 47。
これに合わせて、同改正では、１９５条 ( e e ) 号として「正式起訴が陪審員による審
理が可能な犯罪に係るものである場合、被告人に対し陪審員による審理を希望するか
否かを確認すること」と定められた 48。その一方で、被告人の選択（積極的な意思表
示）を陪審裁判に付す要件としたことからすれば、客観的には、陪審裁判が行われる
場合がより限定されたといえよう。
　さらに、１９８８年の改正（The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 21 

of 1988）では、前記のとおり、刑法の内乱罪（１１４条）、同陰謀罪（同１１５条）、
同予備罪（同１１６条）といった一定の重大な犯罪類型の審理方法について定める刑
事訴訟法４５０条 (1) 項に、これらの事件を高位裁判所において裁判官３名の合議体
が陪審員の関与なしに審理することが定められた。Judicature Act の前記２０１８年の
改正（The Judicature (Amendment) Act, No. 9 of 2018）も、刑法等に定められた経済犯
罪の一部について法務長官等の求めがある場合に常設高位裁判所において裁判官の合
議体が陪審員の関与なしに審理することを定めた。これらの場合に被告人が陪審裁判
を選択する余地はない。
　これら一連の改正がなされた一方で、陪審裁判の利用を拡大する方向の改正は見当
たらない。したがって、スリランカの法律上、陪審裁判が実施される場合が徐々に制
限されつつあることになる 49。従前の陪審裁判をめぐる改正の経緯やこれに対する社
会の反応は、現時点で入手可能な資料からは判然としないが、今後の検討課題とした

45　一定の犯罪類型について刑事訴訟法の特別法となる The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act (Nos. 48 of 
1979) は、これらの事件が陪審員なしの審理によることを定めている（１５条、２２条）。

46　Judicature Act の１１条も同様に改正された（The Judicature (Amendment) Act, No. 16 of 1989）。
47　スリランカ最高裁判決　THE ATTORNEY-GENERAL v SEGULEBBE LATHEEF AND ANOTHER SUPREME COURT. 
J.A.N. DE SILVA, J. BALAPATABENDI, J„ AND RATNAYAKE, J. S.C. APPEAL NO. 79A/2007, 24/2008 AND 25/2008 23 
JULY 2008 AND 19 AUGUST 2008
(https://www.lawnet.gov.lk/wp-content/uploads/2016/11/022-SLLR-SLLR-2008-V-1-THE-ATTORNEY-GENERAL-v.-
SEGULEBBE-LATHEEF-AND-ANOTHER.pdf)。

48　１９５条 ( e e) 号は、２０２２年の改正（The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, No. 2 of 2022）で削除され
たが、同改正により、ＰＴＣの目的を定める１９５条Ａ (3) 項 (d) 号として、「正式起訴が陪審員による審理が可能な
犯罪に係る場合、被告人に対し陪審員による審理を選択するか否かを確認し又は検察官若しくは被告人に対し２０８
条に定められた特別陪審員の要否を確認する」という条文が新設されており、ＰＴＣの段階で被告人に対し陪審員に
よる審理の希望の有無を確認することとされている。

49　スリランカにおいて陪審裁判の実施が法律上制限されつつあることは、旧法に当たる司法行政法においては高位裁
判所に係属する全ての事件が原則として陪審裁判によると定められていた（２０条 (3) 項）ことを踏まえれば、長期
的な傾向とも言い得ると思われる。
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い。

５　終わりに
　これまで検討したとおり、スリランカにおいては、刑事訴訟の迅速化の実現に当た
り、起訴後の裁判官の事件処理ペースの向上に期待しているといえる。高位裁判所
の裁判官の定員を定める Judicature Act ４条が改正のたびにその数を増やし 50、直近の
２０１７年の改正（The Judicature (Amendment) Act, No. 26 of 2017）により、同定員の上
限が７５名から１１０名とされたことも、そのような期待の現れといえよう。その一方
で、報告書においては、国を代理して公判に立会する法務長官府所属の検察官の人数が
足りないことも、刑事訴訟の遅延の一因であると捉えられているようである 51。裁判官
の増員等により裁判所の審理機能の強化を図るのであれば、これに対応した法務長官府
側の体制の強化は不可避となるであろう。
　このように、従前の改正は、事件が起訴され裁判所に係属した後の段階に焦点を当て
ていたといえるが、スリランカにおいては、刑事訴訟の遅延の原因は、刑事裁判の期間
だけの問題ではないと指摘されている。例えば、報告書は、高位裁判所に起訴された重
大犯罪について、事件発生から同裁判所に正式起訴されるまでの平均期間が４．７年間
とされているとし 52、高位裁判所への起訴を担当する法務長官府の動きが鈍いことが社
会的に非難されているとも指摘している 53。ここでは、起訴までの期間、つまり捜査に
要する期間も短縮されるべきという認識があるといえる。この点に関連し、刑事司法が
事件の膨大な発生件数を克服する現実的な可能性の１つとして、検察・警察等による裁
判所以前の段階での刑事手続の終結が挙げられることがある 54。裁判所に新規に係属す
る事件数が減れば、その分、既存の未済事件を審理する余裕が増え、審理終結までの時
間が短くなることが期待される。もっとも、現行の刑事訴訟法の改正経過を見るに、起
訴件数の削減という観点から改正されたことはなく 55、日本における起訴猶予に相当す
る手続は法定されていない 56。スリランカの実務家の中には、証拠がある以上は起訴す
べきであるとして起訴猶予に消極的な意見もある一方で、公判係属件数の対策として検

50　高位裁判所の裁判官の定員は、Judicature Act の制定時 (The Judicature Act (Nos. 2 of 1979)) には、１０名以上１６名
以下とされていたが、それ以降、その上限について、１９８３年の改正（The Judicature (Amendment) Act, No. 35 of 
1983）により２０名、１９８９年の改正（The Judicature (Amendment) Act, No. 16 of 1989）により４０名、２００７年
の改正（The Judicature (Amendment) Act, No. 31 of 2007）により６０名、２０１０年の改正（The Judicature (Amendment) 
Act, No. 10 of 2010）により７５名とされた。

51　報告書（２０１７）ｐ．７。
52　報告書（２０１７）ｐ．３。
53　報告書（２０１７）ｐ．６。法務長官を務めた Dappula De Livera 氏は、インタビューにおいて、警察の捜査の
遅延が刑事手続の遅延の主要な原因の一つであると述べている（Zulfick Farzan, 24 May, 2021 (https://www.newsfirst.
lk/2021/05/24/exclusive-rule-of-law-has-suffered-due-to-delays-in-justice-system-retiring-ag-de-livera/)）。同様に捜査段階の遅
延が刑事訴訟の遅延の原因の一つであると指摘するものとして Centre for Policy Alternatives (2018)。

54　イェルク＝マルティン・イェーレ（２００８）１７３、１７４ページ。
55　報告書においても、法務長官府の職員の待遇改善や増員等が対応策として提唱されているものの（ｐ．６、７）、起
訴件数の視点からの検討は見られない。

56　Kumarasingha (1999) p.130（日本語訳・１９ページ）。なお、法務長官は、起訴裁量について広範かつ独占的な権限を
有しており、被疑者を不起訴とするだけではなく、裁判所の同意があれば起訴後に起訴を取り下げる（nollei prosecui）
こともできる（Soosaithas et als. (2022) p.10）。
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察官の訴追裁量権の強化を挙げる意見もあるようである 57。むろん、起訴猶予等の訴追
裁量権の行使には常に恣意性の問題がつきまとう 58。仮に起訴猶予又はこれに類する制
度を導入するとなれば、検察官が起訴の判断に当たって参照すべき指針 59 や日本の検察
審査会のような事後審査の仕組みの導入も検討の俎上に載せられることが予想される。
　本稿で取り扱った改正経過からは、スリランカが刑事訴訟の迅速化に向けて長年にわ
たり立法による解決を試みていたことが読み取れる。もっとも、連日開廷については必
ずしも実践されていない旨の指摘もなされている上 60、改正を経ても前記のとおり未済
件数が多数に上っていることからすれば、今後も刑事訴訟の迅速化に向けて法改正を含
めた対策を講じていく必要性があるといえる。確かに、迅速化を重視するあまりに手続
が拙速となり、被疑者・被告人及び被害者等の関係者の正当な利益を害することは望ま
しくない。しかしながら、スリランカにおいては、むしろ、刑事訴訟の長期化こそが関
係者の利益を大きく害するものであると認識されていると思われる 61。今後も刑事訴訟
の遅延の軽減・解消の見地から刑事訴訟関連法令の改正が進められるのであれば、その
方向性が、これまでの改正のように裁判所の審理機能の強化となるか、起訴前の段階で
訴追裁量の幅を増やして起訴件数を絞るなどの新たな方策の導入となるかは注目すべき
点であり、将来の改正の動きを注視していく必要がある。
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Of
fe
nc
es

In
te
rp
re
ta
ti
on
（
27
5
条
）

第
５
部
 
I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
 
o
f
 
O
f
f
e
n
c
e
s

第
１
２
章
 I

nf
or

ma
ti
on
 t
o 
Po
li
ce
 O
ff
ic
er
s 
an
d 
In
qu
ir
er
s 
an
d 
Th
ei
r 
Po
we
rs
 

to
 I

nv
es

ti
ga

te
 （
12
0-
13
2
条

）
第
３
章
 T
es
ta
me
nt
ar
y 
Pr
oc
ed
ur
e（

27
6-
27
9
条
）

第
１
１
章
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
o
 
P
o
l
i
c
e
 
O
f
f
i
c
e
r
s
 
a
n
d
 
I
n
q
u
i
r
e
r
s
 
a
n
d
 
T
h
e
i
r
 
P
o
w
e
r
s
 

t
o
 
I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
 （
1
0
8
-
1
2
5
条
）

第
１
３
章
 S

ta
te

me
nt
s 
to
 M
ag
is
tr
at
es
 o
r 
Pe
ac
e 
Of
fi
ce
rs
 （

13
3-

13
4
条
）

In
te
ri
m 
Or
de
r（

28
0-
28
3
条
）

第
１
２
章
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 
t
o
 
M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
 
o
r
 
P
e
a
c
e
 
O
f
f
i
c
e
r
s
 （
1
2
6
-
1
2
7
条
）

第
６
部
 P

ro
ce

ed
in

gs
 i
n 
Pr
os
ec
ut
io
ns

Fi
na
l 
Or
de
r（

28
4-
29
1
条
）

第
６
部
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 
i
n
 
P
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
s

第
１
４
章
 T

he
 J

ur
is
di
ct
io
n 
of
 t
he
 C
ri
mi
na
l 
Co
ur
ts
 i
n 
In
qu
ir
ie
s 
an
d 

Tr
ia

ls
 

Di
re
ct
io
ns
 T
o 
Th
e 
Pu
bl
ic
 T
ru
st
ee
（
29
2-
29
9
条
）

第
１
３
章
 
O
f
 
t
h
e
 
J
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
C
r
i
m
i
n
a
l
 
C
o
u
r
t
s
 
i
n
 
I
n
q
u
i
r
i
e
s
 
a
n
d
 

T
r
i
a
l
s
 

A 
 P

la
ce

 o
f 

In
qu

ir
y 
or
 T
ri
al
 （

13
5-
14
6
条

）
Se
tt
le
me
nt
 O
f 
Ac
co
un
ts
（
30
0-
30
7
条
）

A
 
 
P
l
a
c
e
 
o
f
 
I
n
q
u
i
r
y
 
o
r
 
T
r
i
a
l
 （
1
2
8
-
1
3
4
条
）

B 
 C

on
di

ti
on

s 
Ne

ce
ss
ar
y 
fo
r 
In
it
ia
ti
ng
 P
ro
ce
ed
in
gs
 （

14
7
条
） 

Ad
mi
ni
st
ra
ti
on
 O
f 
Es
ta
te
s 
By
 T
he
 P
ub
li
c 
Tr
us
te
e（

30
8
条
）
-

B
 
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
N
e
c
e
s
s
a
r
y
 
f
o
r
 
I
n
i
t
i
a
t
i
n
g
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 （
1
3
5
条
） 
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第
１
５
章
 O

f 
th

e 
Co
mm
en
ce
me
nt
 o
f 
Pr
oc
ee
di
ng
s 
be
fo
re
 M
ag
is
tr
at
es
’ 
Co
ur
ts
 

（
14

8-
15

4
条
）

Fo
re
ig
n 
Pr
ob
at
es
（
30
9
条
）

第
１
４
章
 
O
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
 
o
f
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 
b
e
f
o
r
e
 
M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
’ 
C
o
u
r
t
s
 

（
1
3
6
-
1
4
4
条
）

第
１
６
章
 O

f 
th

e 
In
qu
ir
y 
in
to
 C
as
es
 W
hi
ch
 A
pp
ea
r 
no
t 
to
 b
e 
Tr
ia
bl
e 

Su
mm
ar
il
y 
by
 a
 M
ag
is
tr
at
e’
s 
Co
ur
t 
Bu
t 
Tr
ia
bl
e 
by
 t
he
 H
ig
h 
Co
ur
t （

15
5-
16
6

条
）

Ge
ne
ra
l 
An
d 
Tr
an
si
ti
on
al
 P
ro
vi
si
on
s 
An
d 
In
te
rp
re
ta
ti
on
 （
31
0-
31
4
条
）

第
１
５
章
 
O
f
 
t
h
e
 
I
n
q
u
i
r
y
 
i
n
t
o
 
C
a
s
e
s
 
W
h
i
c
h
 
A
p
p
e
a
r
 
n
o
t
 
t
o
 
b
e
 
T
r
i
a
b
l
e
 

Su
mm
ar
il
y 
by
 M
ag
is
tr
at
e’
s 
Co
ur
t 
Bu
t 
Tr
ia
bl
e 
by
 t
he
 H
ig
h 
Co
ur
t （

14
5-
16
3
条
）

第
１
７
章
 O

f 
th

e 
Ch
ar
ge
 （

16
7-
18
6
条

）
第
４
章
 A
pp
ea
ls
 P
ro
ce
du
re
（
31
5
条
）

第
１
６
章
 
O
f
 
t
h
e
 
C
h
a
r
g
e
 （
1
6
4
-
1
8
1
条
）

第
１
８
章
 T

he
 T

ri
al
 o
f 
Ca
se
s 
Wh
er
e 
a 
Ma
gi
st
ra
te
’

s 
Co
ur
t 
ha

s 
Po
we
r 
to
 

Tr
y 

Su
mm

ar
il

y （
18

7-
19
9
条

）
Ri
gh
t 
Of
 A
pp
ea
l（

31
6-
31
7
条
）

第
１
７
章
 
T
h
e
 
T
r
i
a
l
 
o
f
 
C
a
s
e
s
 
W
h
e
r
e
 
a
 
M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
’
s
 
C
o
u
r
t
 
h
a
s
 
P
o
w
e
r
 
t
o
 

T
r
y
 
S
u
m
m
a
r
i
l
y
 （
1
8
2
-
1
9
2
条
）

第
１
９
章
 T

ri
al

s 
by
 H
ig
h 
Co
ur
t（

20
0-
21
5
条

）
Lo
dg
in
g 
Of
 A
pp
ea
ls
（
31
8-
32
8
条
）

第
１
８
章
 
T
r
i
a
l
s
 
b
y
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t

第
２
０
章
 T

ri
al

s 
be
fo
re
 t
he
 S
up
re
me
 C
ou
rt

Pr
e-
He
ar
in
g 
Pr
oc
ee
di
ng
（
32
9-
33
8
条
）

A
 
 
G
e
n
e
r
a
l
 （
1
9
3
-
1
9
5
条
）

A 
Pr

el
im

in
ar

y（
21

6-
21
8
条

）
He
ar
in
g 
Of
 T
he
 A
pp
ea
l（

33
9-
34
7
条
）

B
 
 
T
r
i
a
l
 
b
y
 
J
u
d
g
e
 
o
f
 
t
h
e
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
W
i
t
h
o
u
t
 
a
 
J
u
r
y
 （
1
9
6
-
2
0
3
条
）

B 
Co

mm
en

ce
me

nt
 o

f 
Tr
ia
l（

21
9-
22
2
条

）
Po
we
rs
 O
f 
Su
pr
em
e 
Co
ur
t 
In
 A
pp
ea
l（

34
8-
35
6
条
）

C
 
 
T
r
i
a
l
 
b
y
 
J
u
r
y
 （
2
0
4
-
2
3
8
条
）

C 
Ch

oo
si

ng
 a

 J
ur

y（
22
3-
23
0
条

）
第
５
章
 D
es
tr
uc
ti
on
 O
f 
Co
ur
t 
Re
co
rd
s（

35
7-
36
0
条
）

D
 
 
R
e
-
t
r
i
a
l
 
o
f
 
A
c
c
u
s
e
d
 
A
f
t
e
r
 
D
i
s
c
h
a
r
g
e
 
o
f
 
J
u
r
y
 （
2
3
9
条
）

D 
Tr

ia
l 

to
 C

lo
se

 o
f 
Ca
se
 f
or
 P
ro
se
cu
ti
on
 a
nd
 D
ef
en
ce
（

23
1-

24
2
条
）

第
６
章
 （
36
1-
67
4
条
）

E
 
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 
i
n
 
C
a
s
e
 
o
f
 
P
r
e
v
i
o
u
s
 
C
o
n
v
i
c
t
i
o
n
 （
2
4
0
条
）

E 
 C

on
cl

us
io

n 
of

 T
ri
al
（

24
3-
25
1
条

）
F
 
 
T
r
i
a
l
s
 
i
n
 
t
h
e
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
i
n
 
t
h
e
 
A
b
s
e
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
A
c
c
u
s
e
d
 （
2
4
1
-
2
4
2
条
）

F 
Re

-t
ri

al
 o

f 
Ac

cu
se
d 
af
te
r 
Di
sc
ha
rg
e 
of
 J
ur
y（

25
2
条

）

G 
Pr

oc
ed

ur
e 

in
 C

as
e 
of
 P
re
vi
ou
s 
Co
nv
ic
ti
on
 (
25
3
条

）

第
２
１
章
 O

f 
Ex

pe
ns
es
 o
f 
Wi
tn
es
se
s,
 e
tc
.,
 C
os
ts
, 
an
d 
Co
mp
en
sa
ti
on
（
25
3
条

A-
25

3
条

E）
第
１
９
章
 
O
f
 
E
x
p
e
n
s
e
s
 
o
f
 
W
i
t
n
e
s
s
 
a
n
d
 
o
f
 
J
u
r
o
r
s
 （
2
4
3
条
）

第
２
１
章
 O

f 
Ju

ro
rs
 a
nd
 A
ss
es
so
rs
 （

25
4-
28
1
条

）
第
２
０
章
 
O
f
 
J
u
r
o
r
s
 （
2
4
4
-
2
5
4
条
）

第
２
２
章
 G

en
er

al
 P
ro
vi
si
on
s 
as
 t
o 
In
qu
ir
ie
s 
an
d 
Tr
ia
ls
 （

28
2-
29
6
条
）

第
２
１
章
 
G
e
n
e
r
a
l
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
a
s
 
t
o
 
I
n
q
u
i
r
i
e
s
 
a
n
d
 
T
r
i
a
l
s
 （
2
5
5
-
2
7
1
条
）

第
２
３
章
 O

f 
th

e 
Mo
de
 o
f 
Ta
ki
ng
 a
nd
 R
ec
or
di
ng
 E
vi
de
nc
e 
in
 I
nq
ui
ri
es
 a
nd
 

Tr
ia

ls
 （
29

7-
30

3
条

）
第
２
２
章
 
O
f
 
t
h
e
 
M
o
d
e
 
o
f
 
T
a
k
i
n
g
 
a
n
d
 
R
e
c
o
r
d
i
n
g
 
E
v
i
d
e
n
c
e
 
i
n
 
I
n
q
u
i
r
i
e
s
 
a
n
d
 

T
r
i
a
l
s
 （
2
7
2
-
2
7
8
条
）

第
２
４
章
 O

f 
th

e 
Ju
dg
em
en
t （

30
4-
30
8
条

）
第
２
３
章
 
O
f
 
t
h
e
 
J
u
d
g
e
m
e
n
t
 （
2
7
9
-
2
8
5
条
）

第
２
５
章
 O

f 
Se

nt
en
ce
s 
an
d 
th
e 
Ca
rr
yi
ng
 o
ut
 T
he
re
of
 （

30
9-
32

4
条
）

第
２
４
章
 
O
f
 
S
e
n
t
e
n
c
e
s
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
a
r
r
y
i
n
g
 
o
u
t
 
T
h
e
r
e
o
f
 （
2
8
6
-
3
0
5
条
）

第
２
６
章
 C

on
di

ti
on
al
 D
is
ch
ar
ge
 o
f 
Of
fe
nd
er
s,
 e
tc
. （

32
5-
32

7A
条
）

第
２
５
章
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
 
D
i
s
c
h
a
r
g
e
 
o
f
 
O
f
f
e
n
d
e
r
s
,
 
e
t
c
.
 （
3
0
6
-
3
1
0
条
）

第
２
７
章
 O

f 
Su

sp
en
si
on
s,
 R
em
is
si
on
s 
an
d 
Co
mm
ut
at
io
ns
 o
f 
Se
nt
en
ce
s （

32
8-

32
9
条
）

第
２
６
章
 
O
f
 
S
u
s
p
e
n
s
i
o
n
s
,
 
R
e
m
i
s
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
C
o
m
m
u
t
a
t
i
o
n
s
 
o
f
 
S
e
n
t
e
n
c
e
s
 （
3
1
1
-

3
1
3
条
）

第
２
８
章
 O

f 
Pr

ev
io
us
 A
cq
ui
tt
al
s 
or
 C
on
vi
ct
io
ns
 （

33
0-
33
1
条
）

第
２
７
章
 
O
f
 
P
r
e
v
i
o
u
s
 
A
c
q
u
i
t
t
a
l
s
 
o
r
 
C
o
n
v
i
c
t
i
o
n
s
 （
3
1
4
-
3
1
5
条
）

第
７
部
 O

f 
Ap

pe
al

, 
Re
fe
re
nc
e 
an
d 
Re
vi
si
on

第
７
部
 
O
f
 
A
p
p
e
a
l
,
 
R
e
f
e
r
e
n
c
e
 
a
n
d
 
R
e
v
i
s
i
o
n

第
２
９
章
 O

f 
Ap

pe
al
s （

33
2-
33
4
条

）
第
２
８
章
 
O
f
 
A
p
p
e
a
l
s
 （
3
1
6
条
）

第
３
０
章
 A

pp
ea

ls
 f
ro
m 
Di
st
ri
ct
 o
r 
Ma
gi
st
ra
te
s'
 C
ou
rt
s 
to
 t
he
 S
up
re
me
 

Co
ur

t（
33

5-
35

2
条
）

A
 
 
A
p
p
e
a
l
s
 
f
r
o
m
 
M
a
g
i
s
t
r
a
t
e
s
’ 
C
o
u
r
t
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
A
p
p
e
a
l
 （
3
1
7
-
3
3
0
条
）

B
 
 
A
p
p
e
a
l
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
A
p
p
e
a
l
 
a
n
d
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 

f
o
r
 
L
e
a
v
e
 
t
o
 
A
p
p
e
a
l
 （
3
3
1
-
3
5
7
条
）

C
 
 
A
b
a
t
e
m
e
n
t
 
a
n
d
 
W
i
t
h
d
r
a
w
a
l
 
o
f
 
A
p
p
e
a
l
s
 
a
n
d
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
L
e
a
v
e
 
t
o
 

A
p
p
e
a
l
 （
3
5
8
-
3
5
9
条
）

D
 
 
S
t
a
t
e
 
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
t
 
A
p
p
e
a
l
s
 （
3
6
0
条
）

第
３
１
章
 O

f 
Re

fe
re
nc
e 
an
d 
Re
vi
si
on
（

35
3-
36
0
条

）
第
２
９
章
 
O
f
 
R
e
f
e
r
e
n
c
e
 
a
n
d
 
R
e
v
i
s
i
o
n
 （
3
6
1
-
3
6
8
条
）

第
８
部
 S

pe
ci

al
 P

ro
ce
ed
in
gs

第
８
部
 
S
p
e
c
i
a
l
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s

第
３
２
章
 I

nq
ue

st
s 
of
 D
ea
th
 （

36
1-
36
6
条

）
第
３
０
章
 
I
n
q
u
e
s
t
s
 
o
f
 
D
e
a
t
h
 （
3
6
9
-
3
7
3
条
）

第
３
３
章
 P

er
so

ns
 o
f 
Un
so
un
d 
Mi
nd
 （

36
7-
37
9
条

）
第
３
１
章
 
P
e
r
s
o
n
s
 
o
f
 
U
n
s
o
u
n
d
 
M
i
n
d
 （
3
7
4
-
3
8
6
条
）

第
３
４
章
 P

ro
ce

ed
in
gs
 i
n 
Ca
se
 o
f 
Ce
rt
ai
n 
Of
fe
nc
es
 A
ff
ec
ti
ng
 t
he
 

Ad
mi

ni
st

ra
ti

on
 o

f 
Ju
st
ic
e （

38
0-
38
4
条

）
第
３
２
章
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 
i
n
 
C
a
s
e
 
o
f
 
C
e
r
t
a
i
n
 
O
f
f
e
n
c
e
s
 
A
f
f
e
c
t
i
n
g
 
t
h
e
 

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
J
u
s
t
i
c
e
 （
3
8
7
-
3
9
2
条
）

第
９
部
　
Su

pp
le

me
nt
ar
y 
Pr
ov
is
io
ns

第
９
部
　
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s

第
３
５
章
 O

f 
Pr

oc
ee
di
ng
s 
by
 t
he
 A
tt
or
ne
y-
Ge
ne
ra
l （

38
5-
39
3
条
）

第
３
３
章
 
O
f
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 
b
y
 
t
h
e
 
A
t
t
o
r
n
e
y
-
G
e
n
e
r
a
l
 （
3
9
3
-
4
0
1
条
）

第
３
６
章
 O

f 
Ba

il
 （
39
4-
40
0
条

）　
第
３
４
章
 
O
f
 
B
a
i
l
 （
4
0
2
-
4
0
8
条
）　

第
３
７
章
 O

f 
Co

mm
is
si
on
s 
fo
r 
th
e 
Ex
am
in
at
io
n 
of
 W
it
ne
ss
es
 （
40
1-
40
5
条
）

第
３
５
章
 
O
f
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
W
i
t
n
e
s
s
e
s
 （
4
0
9
-
4
1
3
条
）

第
３
８
章
 S

pe
ci

al
 P
ro
vi
si
on
s 
Re
la
ti
ng
 t
o 
Ev
id
en
ce
 （

40
6-
40
9
条
）

第
３
６
章
 
S
p
e
c
i
a
l
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
R
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
E
v
i
d
e
n
c
e
 （
4
1
4
-
4
2
0
条
）

第
３
９
章
 P

ro
vi

si
on
s 
as
 t
o 
Bo
nd
s （

41
0-
41
2
条

）
第
３
７
章
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
a
s
 
t
o
 
B
o
n
d
s
 （
4
2
1
-
4
2
4
条
）

第
４
０
章
 O
f 
th
e 
Di
sp
os
al
 o
f 
Pr
op
er
ty
 t
he
 S
ub
je
ct
 o
f 
Of
fe
nc
es
 （
41
3-
42
1
条
）

第
３
８
章
 O
f 
th
e 
Di
sp
os
al
 o
f 
Pr
op
er
ty
 t
he
 S
ub
je
ct
 o
f 
Of
fe
nc
es
 （
42
5-
43
3
条
）

第
４
１
章
 T

ra
ns

fe
r 
of
 C
ri
mi
na
l 
Ca
se
s（

42
2
条

）

第
４
２
章
 O

f 
Ir

re
gu
la
ri
ti
es
 i
n 
Pr
oc
ee
di
ng
s （

42
3-
42
6
条

）
第
３
９
章
 
O
f
 
I
r
r
e
g
u
l
a
r
i
t
i
e
s
 
i
n
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
 （
4
3
4
-
4
3
7
条
）

第
４
３
章
 G

en
er

al
 P
ro
vi
si
on
s （

42
7-
44
4
条

）
第
４
０
章
 
G
e
n
e
r
a
l
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 （
4
3
8
-
4
5
8
条
）
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

1
19

79
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
36
 o
f 
19
79

45
7

45
7
条（

8）
の
後
に（

8A
）及

び（
8B
）を

挿
入
し
、「
（
8A
）正

式
起
訴
に
係
る
審
理
が

19
79

年
7
月

2
日（

2
条
）よ

り
前
に
高
位
裁
判
所

に
お
い
て
開
始
さ
れ
、
審
理
の
対
象
と
な
っ
た
犯
罪
が

Ju
di
ca
tu
re
 A
ct

の
第
２
表
に
掲
載
さ
れ
た
犯
罪
に
該
当
し
な
い
場
合
で
、

か
つ
、
当
該
審
理
が
同
日
の
前
日
に
係
属
中
で
あ
っ
た
場
合
は
、
同
正
式
起
訴
に
係
る
公
判
は
、
高
位
裁
判
所
に
お
い
て
陪
審
員
な

し
の
裁
判
官
１
名
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
「（

8B
）1
97
9
年

7
月

2
日
（
2
条
）よ

り
前
に
治
安
裁
判
所
に
お
け
る

審
理
が
開
始
さ
れ
、
審
理
の
対
象
と
な
っ
た
犯
罪
が
本
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
高
位
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
審
理
が
可
能
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
審
理
が
同
日
の
前
日
に
係
属
中
で
あ
っ
た
場
合
は
、
本
法
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
治
安
判
事
裁
判

所
は
、
審
理
を
継
続
し
、
こ
れ
を
完
遂
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
定
め
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-2
/

2
19

79
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
68
 o
f 
19
79

11
5

11
5
条（

3）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
3）
th
e 

Cr
im
in
al
 
Pr
oc
ed
ur
e 
（
Sp
ec
ia
l 

Pr
ov
is
io
ns
） 

La
w
の

規
定

に
従

い
、

治
安

判
事

は
、

刑
法

1
1
4
条（

※
内

乱
罪

）、
19
1
条（

※
死

刑
を

法
定

刑
と

す
る

犯
罪

に
関

す
る

証
拠

の
偽

造
等

の
罪

）
及

び
29
8
条（

※
殺

人
に

至
ら

な
い

行
為

に
よ

り
人

を
死

亡
さ

せ
た

罪
）
に

基
づ

き
処

罰
可

能
な

犯
罪

を
犯

し
若

し
く

は
関

与
し

た
こ

と
の

申
立

て
又

は
こ

れ
ら

の
犯

罪
を

犯
し

若
し

く
は

関
与
し
た
も
の
と
疑
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
申
立
て
を
受
け
て

（
a）
裁
判
所
に
自
ら
出
廷
し
た
又
は

（
b）
逮
捕
さ
れ
た

者
を
保
釈
又
は
そ
の
他
の
理
由
で
釈
放
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、そ

の
者
に
つ
い
て
は
、t
he
 C
ri
mi
na
l 
Pr
oc
ed
ur
e （

Sp
ec
ia
l 
Pr
ov
is
io
ns
） 
La
w （

No
. 
15
 o
f 
19
78
）の

規
定
に
従
い
、

高
位
裁
判
所
が
法
務
長
官
の
申
立
て
に
よ
り
別
段
の
命
令
を
発
し
な
い
限
り
、
裁
判
所
に
出
頭
し
た
日
又
は
逮
捕
さ
れ
た
日
か
ら
３

か
月
間
を
超
え
る
前
に
治
安
判
事
裁
判
所
又
は
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
審
理
が
開
始
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
保
釈

に
よ
り
釈
放
で
き
る
。

さ
ら
に
、
高
位
裁
判
所
は
、
th
e 

Cr
im
in
al
 
Pr
oc
ed
ur
e 
（
Sp
ec
ia
l 

Pr
ov
is
io
ns
） 

La
w 
（
No
. 

15
 
o
f
 
1
9
7
8
）の

規
定
に
従
い
、

特
別
の
状
況
下
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
定
め
ら
れ
た
３
か
月
間
の
期
間
が
経
過
す
る
前
又
は
後
に
そ
の
者
を
保
釈
に
よ
り
釈
放

で
き
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-3
/

3
19

80
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
52
 o
f 
19
80

2
定
義
規
定
を
定
め
る

2
条
中
の
「
Go
ve
rn
me
nt
 
An
al
ys
t」
、「

Go
ve
rn
me
nt
 
Ex
am
in
er
 
of
 
Qu
es
ti
o
n
e
d
 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
」
の
定
義

を
変
更
し
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
am
en
dm
en
t-
2/

10
9

10
9
条（

4A
）項

の
新
設

（
4A
）項

　
警
察
官
の
面
前
で
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
警
察
官
は
犯
罪
の
現
場
又
は
そ
の
付
近
に

い
る
者
及
び
被
疑
者
の
供

述
を
録
取
す
る
手
続
に
進
む
こ
と
が
で
き
、
当
該
警
察
官
が
当
該
犯
罪
の
行
わ
れ
た
場
所
を
管
轄
す
る
警

察
署
に
所
属
し
て
い
な
か

っ
た
場
合
は
、
当
該
警
察
官
は
同
警
察
署
の
担
当
者
に
事
実
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

従
前
の（

5）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
に
差
し
替
え
る
。

（
5）
項

（
a）
　
警
察
官
等
が
犯
罪
を
現
認
し
て
い
な
い
場
合
の
捜
査
開
始
の
要
件
、
捜
査
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
る
。

（
b）
　
捜
査
を
開
始
す
る
に
足
り
る
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
捜
査
を
開
始
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

11
5

11
5
条（

1）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

本
章
の
下
で
の
捜
査
を

37
条
で
定
め
ら
れ
た

24
時
間
以
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
更
な
る
捜
査

が
必
要
と
信
ず
べ
き
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
警
察
署
の
担
当
者
又
は
調
査
官（

in
qu
ir
er
）が

、
被
疑
者
を
当
該
事
件
を
管
轄
す
る
治

安
判
事
の
下
に
送
る
と
と

も
に
、
当
該
治
安
判
事
に
対
し
て
、
当
該
事
件
に
関
し
て
行
わ
れ
た
捜
査
の
過
程
で
取
り
調
べ
た
証
人
の

供
述
調
書
が
あ
る
場
合
に

は
そ
の
要
約
と
共
に
事
件
の
報
告
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

11
6

11
6
条（

a）
号

の
「

情
報

が
十

分
な

根
拠

を
有

し
又

は
更

な
る

捜
査

が
必

要
な

場
合

」
と

い
う

文
言

を
「

情
報

が
十

分
な

根
拠

を
有

し
て
い
る
場
合
」
と
い
う
文
言
に
差
し
替
え
る
。

（
b）
号
の
「
あ
ら
ゆ
る
当
該
武
器
」
と
い
う
文
言
を
「
あ
ら
ゆ
る
武
器
」
と
い
う
文
言
に
差
し
替
え
る
。

11
8

11
8
条（

1）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

無
令
状
で
逮
捕
で
き
な
い
犯
罪
を
捜
査
す
る
者
が
、
本
法
に
基
づ
き
無
令
状
で
逮
捕
で
き
る
犯
罪
に
関
し

て
の
み
付
与
さ
れ
た
権
限

を
行
使
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
治
安
判
事
の
命
令
を
得
た
上
で
、
当
該
無
令
状
で
逮
捕

で
き
な
い
犯
罪
に
つ
い
て

当
該
権
限
を
行
使
す
る
も
の
と
定
め
る
。

13
5

（
※
全
文
掲
載
）

13
5
条
を
以
下
の
と
お
り
改
正
す
る
。

13
5
条（

1）
項（

c）
号
の
「
刑
法

19
0,
 
19
1,
 
19
2,
 
19
3,
 
19
6,
 
19
7,
 
20
2,
 
20
3,
 
20
4,
 
20
5,
 
20
6,
 
2
0
7
,
 
2
2
3
条
」
と
い
う
文

言
を
「
刑
法

19
0,
 
19
3,
 
19
8,
 
19
7,
 
20
2,
 
20
3,
 
20
4,
 
20
5,
 
20
8,
 
20
7,
 
22
3
条
」
と
い
う
文
言
に
差
し
替
え
る
。（

※
1
9
1
、

19
2、

20
6
条
が
削
除
さ
れ
た
。）

13
5
条（

1）
項（

e）
号

の
「

刑
法

第
6
章

の
下

で
処

罰
可

能
な

あ
ら

ゆ
る

犯
罪

又
は

同
法

29
0
条

a
又

は
2
9
1
条

b
の

下
で

処
罰

可
能

な
犯
罪
」
と
い
う
文
言
を
「
刑
法

29
0
条

a
又
は

29
1
条

b
の
下
で
処
罰
可
能
な
犯
罪
」
と
い
う
文
言
に

差
し
替
え
る
。

13
5
条（

4）
項
の
次
に
以
下
の
項
目
を
追
加
す
る
。

（
5）
項
　
本
条
で
は
「
そ
の
他
の
者
」
と
い
う
表
現
は
治
安
官
を
含
む
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
6）
項
　
本
条
は
法
務
長
官
が

39
3
条（

7）
項
の
下
で
権
限
を
行
使
し
た
事
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

別表２

95ICD NEWS 　第97号（2023.12）



番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

14
2

（
※
全
文
掲
載
）

14
2
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
審
理
が
進
む
と
き
に
適
用
さ
れ
る
手
続
）

14
2
条（

1）
項
　

審
理

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
犯

罪
が

Ju
di
ca
tu
re
 
Ac
t
の

附
則

第
２

に
定

め
ら

れ
た

犯
罪

に
該

当
す

る
場

合
、

審
理

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
複

数
の

犯
罪

の
う

ち
一

つ
で

も
こ

れ
に

該
当

す
る

場
合

又
は

法
務

長
官

が
14

5
条（

b
）
号

若
し

く
は

3
9
3

条（
7）

項（
b）

号
に

基
づ

き
治

安
判

事
に

対
し

予
備

審
問

を
行

う
よ

う
に

命
じ

た
場

合
は

、
治

安
判

事
は
、

第
1
5
章

に
定

め
ら

れ
た

手
続
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2）
項
　
犯
罪
が
治
安
判
事
裁
判
所
に
お
い
て
略
式
で
審
理
可
能
な
場
合
は
、
治
安
判
事
は
、
第

17
章
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
治
安
判
事
は
、
当
該
犯
罪
が
治
安
判
事
裁
判
所
に
お
い
て
は
十
分
に
処

罰
さ
れ
得
な
い
と
考
え
る

と
き
は
、
そ
れ
以
上
の
審
理
を
止
め
、
法
務
長
官
に
事
件
記
録
を
送
付
し
、
以
後
、
法
務
長
官
の
指
示
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15
8

（
※
全
文
掲
載
）

15
8
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
被
告
人
が
警
察
の
供
述
調
書
を
入
手
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
）

（
1）

項
　

被
告

人
は
、

公
判

に
付

さ
れ

た
と

き
、

公
判

開
始

前
の

合
理

的
な

期
間

内
に

請
求

す
れ

ば
、

関
連

す
る

資
料

が
保

管
さ

れ
て
い
る
警
察
署
の
担
当
者
か
ら
、
治
安
判
事
の
前
で
証
言
し
た
証
人
の
警
察
へ
の
供
述
調
書
の
認
証
さ
れ

た
写
し
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に
は
、
大
臣
が
規
則
で
定
め
た
金
額
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
金
額
が
定
め
ら
れ
る

ま
で
の
間
は
、
10
0
文
字
当
た
り

25
セ
ン
ト
と
す
る
。

（
2）

項
　

正
式

起
訴

が
附

則
第

１
の

第
８

列
に

お
い

て
治

安
判

事
に

よ
り

審
理

可
能

と
さ

れ
て

い
な

い
犯

罪
に

つ
い

て
な

さ
れ

た
と

き
は
、
法
務
長
官
は
、
正
義
の
観
点
か
ら
、
被
告
人
又
は
そ
の
弁
護
人
に
対
し
、
正
式
起
訴
状
に
掲
げ
ら

れ
て
い
な
い
証
人
の
供
述

調
書
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

16
2

（
※
全
文
掲
載
）

16
2
条（

2）
項（

b）
号
を
以
下
の
文
言
に
差
し
替
え
る
。
　

本
章
に
基
づ
く
予
備
審
問
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
被
告
人
及
び
正
式
起
訴
状
に
掲
げ
ら
れ
た
証

人
の
警
察
官
に
対
す
る
供

述
調
書

28
1

（
※
全
文
掲
載
）

28
1
条
を
以
下
の
と
お
り
改
正
す
る
。

「
16

歳
未
満
」
と
い
う
文
言
を
「
18

歳
未
満
」
と
い
う
文
言
に
差
し
替
え
る
。

39
3

（
※
全
文
掲
載
）

39
3
条（

7）
項
を
新
設
す
る
。

39
3
条（

7）
項
　

本
法

の
他

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

法
務

長
官

は
、

犯
罪

の
性

質
又

は
そ

の
他

の
状

況
に

鑑
み
、

略
式

犯
罪

に
関

し
て
、
以
下
の
こ
と
を
な
し
得
る
。

（
a）
　
高
位
裁
判
所
に
対
し
て
正
式
起
訴
状
を
送
付
す
る
こ
と
又
は

（
b）
　

予
備

審
問

に
お

い
て

記
録

さ
れ

た
証

拠
が

正
式

起
訴

の
準

備
に

当
た

っ
て

必
要

で
あ

る
と

法
務

長
官

が
判

断
し

た
場

合
、

法
務

長
官

が
特

定
し

た
あ

ら
ゆ

る
犯

罪
に

関
し

て
第

15
章

の
手

続
に

従
っ

て
予

備
審

問
を

行
う

よ
う

治
安

判
事

に
指

示
す

る
こ

と
。

そ
の
場
合
、
当
該
犯
罪
は
治
安
判
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
前
の（

7）
項
を（

8）
項
と
改
め
る
。

39
4

「
公

判
に

出
席

す
る

た
め

又
は

保
釈

を
求

め
て

高
位

裁
判

所
に

出
頭

す
る

全
て

の
者

」
と

い
う

文
言

を
「

高
位

裁
判

所
に

出
頭

す
る

全
て
の
者
」
と
い
う
文
言
に
差
し
替
え
る
。

44
3

（
※
全
文
掲
載
）

44
3
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
告

訴
告

発
を

行
っ

た
弁

護
士

又
は

被
告

人
が
、

審
理

が
終

結
し

て
い

よ
う

と
継

続
し

て
い

よ
う

と
そ

の
全

部
又

は
一

部
の

認
証

さ
れ
た
写
し
を
入
手
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
）

44
3
条
　
裁
判
所
の
補
助
裁
判
官（

re
gi
st
ra
r）
は
、
申
立
て
が
あ
れ
ば
速
や
か
に

（
a）
　
法
務
長
官
に
対
し
て
無
料
で

（
b）
　
告
訴
告
発
人
又
は
被
告
人
に
対
し

44
2
条
で
定
め
ら
れ
た
金
額
の
支
払
に
よ
り

当
該
被
告
人
に
対
す
る
審
理
内
容（

継
続
し
て
い
よ
う
と
終
結
し
て
い
よ
う
と
）の

全
部
又
は
一
部
の
認
証

さ
れ
た
写
し
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

45
6A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

45
6
条
の
次
に

45
6
条

A
と
し
て
以
下
の
条
文
を
挿
入
す
る
。

（
本
法
の
違
反
が
告
訴
告
発
の
有
効
性
に
影
響
し
な
い
こ
と
）

45
6
条

A　
本
法
の
条
文
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、そ

の
不
遵
守
が
実
質
的
な
誤
審
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
限
り
、告

訴
告
発
、

収
容
若
し
く
は
正
式
起
訴
の
有
効
性
又
は
証
拠
の
許
容
性
に
影
響
し
な
い
。

4
19

82
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
39
 o
f 
19
82

24
3

（
※
全
文
掲
載
）

24
3
条（

1）
項（

a）
号
を
以
下
の
と
お
り
差
し
替
え
る
。

（
a）
　
Br
ib
er
y 

Ac
t
に

基
づ

く
犯

罪
に

つ
い

て
高

位
裁

判
所

に
お

け
る

審
理
、

当
該

審
理

の
予

備
審

問
又

は
治

安
判

事
裁

判
所

に
お
け
る
審
理
で
証
拠
を
提
供
す
る
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
証
人
の
出
頭
及
び
証
拠
の
提
出
に
よ
っ
て
生
じ
た

又
は
こ
れ
に
伴
う
費
用
を

統
合
基
金
か
ら
支
払
う
こ
と
並
び
に
そ
の
支
払
が
許
さ
れ
る
条
件
に
つ
い
て
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

5
19

85
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
49
 o
f 
19
85

18
18

条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
社
会
奉
仕
命
令
）

裁
判

所
は
、

被
告

人
の

有
罪

時
に

拘
禁

刑
を

科
し
、

又
は

有
罪

と
さ

れ
た

者
に

罰
金

の
未

払
い

に
よ

る
拘

禁
刑

を
科

す
代

わ
り

に
、

定
め
ら
れ
た
書
式
の
下
で
、
有
罪
と
さ
れ
た
者
に
対
し
、
指
定
の
場
所
に
お
い
て
、
特
定
さ
れ
た
奉
仕
活
動
を
行
う
よ
う
に
命
令（

以
下
「
社
会
奉
仕
命
令
」
と
い
う
。）
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
社
会
奉
仕
命
令
の
内
容
や
同
命
令
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
裁

判
所
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
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（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
11
 o
f 
19
88

12
4

（
※
全
文
掲
載
）

12
4
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
治
安
判
事
が
捜
査
を
助
け
る
こ
と
）

12
4
条
　

申
立

て
を

受
け

た
治

安
判

事
は
、

裁
判

所
に

よ
る

適
切

な
命

令
を

発
し

、
適

切
な

令
状

を
発

す
る

こ
と

に
よ

り
、

捜
査

の
遂
行
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
、
犯
罪
者
を
特
定
す
る
た
め
に
面
通
し
を
自
ら
行
う
こ
と
又
は
そ

の
実
施
を
許
可
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
被
疑
者
又
は
そ
の
他
の
者
を
当
該
面
通
し
に
参
加
す
る
よ
う
に
求
め
、
証

人
を
し
て
隠
れ
た
場
所
か

ら
人
の
特
定
を
さ
せ
、
当
該
面
通
し
の
経
過
を
自
ら
記
録
す
る
か
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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16
1

（
※
全
文
掲
載
）

16
1
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
陪
審
員
に
よ
る
裁
判
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
）

本
法
及
び
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
従
い
、
全
て
の
正
式
起
訴
に
係
る
高
位
裁
判
所
に
係
属
す
る
起
訴
事
件

は
当
該
裁
判
所
の
裁
判
官

に
よ
り
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
の
う
ち
少
な
く
と
も
１
つ
が

Ju
d
i
c
a
t
u
r
e
 
A
c
t
,
 
N
o
.
2
 
o
f
 

19
78

の
附

則
第

２
に

定
め

ら
れ

た
も

の
で

あ
る

場
合
、

公
判

は
、

被
告

人
が

陪
審

員
に

よ
り

審
理

さ
れ

る
こ

と
を

選
択

し
た

場
合

に
限
り
、
裁
判
官
１
名
と
陪
審
員
に
よ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

19
5

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

19
5
条（

e）
号
の
次
に
以
下
の
条
文
を
挿
入
す
る
。

「（
ee
） 
正
式
起
訴
が
陪
審
員
に
よ
る
審
理
が
可
能
な
犯
罪
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
被
告
人
に
対
し
陪

審
員
に
よ
る
審
理
を
希
望

す
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
」

26
6

（
※
全
文
掲
載
）

26
6
条（

4）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
4）
項
　
本
法
以
外
の
法
律
の
規
定
に
従
い
、
本
条
に
基
づ
く
犯
罪
の
和
解
は

（
a）
　

当
該

犯
罪

に
つ

い
て

の
起

訴
が

治
安

判
事

裁
判

所
に

係
属

し
て

い
な

い
場

合
、

被
告

人
に

対
す

る
無

罪
判

決
と

し
て

の
効

果
を
有
し
な
い

（
b）
　

当
該

犯
罪

に
つ

い
て

の
起

訴
が

治
安

判
事

裁
判

所
に

係
属

し
て

い
る

場
合
、

被
告

人
に

対
す

る
無

罪
判

決
と

し
て

の
効

果
を

有
す
る

41
4

41
4
条
を
以
下
の
と
お
り
改
め
る
。

41
4
条（

1）
項
　
政
府
鑑
定
人
、
政
府
の
医
官
等
が
作
成
す
る
文
書
等
の
証
拠
の
許
容
性
に
つ
い
て
定
め
た
。

（
5a
）項

制
定
法

41
4
条（

5）
項
の
次
に
以
下
の
条
文
を
挿
入
す
る
。

（
5a
）
項
　

宣
誓

供
述

書
に

よ
り

認
証

さ
れ

た（
1）

項
に

い
う

公
務

員
以

外
の

公
務

員
の

書
面

に
よ

る
陳

述
で

、
当

該
公

務
員

の
職

務
に
関
す
る
義
務
又
は
役
割
の
履
行
若
し
く
は
執
行
に
際
し
て
な
さ
れ
た
行
為
に
関
連
す
る
も
の
は
、
当
該

公
務
員
が
証
人
と
し
て
呼

ば
れ
な
い
と
し
て
も
、
本
法
の
調
査
、
審
理
又
は
そ
の
他
の
手
続
で
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
6）
項
に
た
だ
し
書
き
と
し
て
、
以
下
の
条
文
を
加
え
る
。

裁
判
所
が
、（

1）
項
等
に
定
め
の
あ
る
者
の
証
言
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、
証
人
と
し
て
召
喚
で
き
る
と
定
め
た
。

41
9

41
9
条（

1）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

41
9
条（

1）
項
　

非
略

式
手

続
の

終
結

時
に
、

治
安

判
事

が
、

被
告

人
に

対
し
、

人
、

物
質

又
は

物
の

特
定

に
関

す
る

事
実

や
、

面
通
し
が
実
施
さ
れ
そ
の
場
に
お
い
て
証
人
が
特
定
の
人
物
を
特
定
し
た
と
い
う
事
実
等
に
つ
い
て
同
意
す

る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
被
告
人
が
当
該
同
意
を
す
る
こ
と
に
弁
護
人
を
通
じ
て
合
意
し
た
場
合
は
、
治
安
判
事
は
、
合

意
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て

の
覚
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
定
め
た
。

42
0

従
前
の

42
0（
1）
項
を（

2）
項
に
項
番
を
改
め
、（

1）
項
と
し
て
以
下
の
条
文
を
加
え
る
。

42
0（
1）
項
　
略
式
起
訴
又
は
正
式
起
訴
に
係
る
公
判
の
開
始
に
際
し
、
裁
判
所
が
、
被
告
人
に
対
し
、
人

、
物
質
又
は
物
の
特
定
に

関
す
る
事
実
や
、
面
通
し
が
実
施
さ
れ
そ
の
場
に
お
い
て
証
人
が
特
定
の
人
物
を
特
定
し
た
と
い
う
事
実

等
に
つ
い
て
同
意
す
る
か

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
告
人
が
当
該
同
意
を
す
る
こ
と
に
弁
護
人
を
通
じ
て
合
意
し
た
場
合
は

、
当
該
同
意
を
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
定
め
た
。

45
1

（
※
全
文
掲
載
）

45
1
条（

2）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

45
1
条（

2）
項
　
本
法
又
は
そ
の
他
の
法
律
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
は
、
45
0
条
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
公
判
に
お
い
て
宣
告
さ
れ

た
あ
ら
ゆ
る
判
決
、
刑
の
言
渡
し
又
は
命
令
に
つ
い
て
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
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No
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 o
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88

2
定
義
規
定
で
あ
る
２
条
中
の
治
安
官
の
定
義
を
改
め
た
。
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

8
19

88
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
13
 o
f 
19
88

33
3

（
※
全
文
掲
載
）

33
3
条（

4）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

33
3
条（

4）
項
　

被
告

人
が

死
刑

を
宣

告
さ

れ
た

場
合
、

控
訴

に
対

す
る

決
定

が
な

さ
れ

る
ま

で
の

間
、

そ
の

執
行

が
停

止
さ

れ
る

と
と
も
に
、
被
告
人
は
、
刑
務
所
法
の
下
の
規
則
で
定
め
ら
れ
た
方
法
で
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
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t）

 A
ct
, 
No
. 
21
 o
f 
19
88

45
0

（
※
全
文
掲
載
）

45
0
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
1）

項
　

あ
ら

ゆ
る

成
文

法
又

は
本

法
の

そ
の

他
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

刑
法

11
4
条
、
11
5
条

又
は

1
1
6
条

に
基

づ
き

処
罰

可
能
な
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
公
判
は
、
高
位
裁
判
所
に
お
い
て
、
陪
審
員
な
し
で
３
名
の
裁
判
官
の

合
議
体
に
よ
り
審
理
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2）
項
　
最
高
裁
判
所
長
官
は
、犯

罪
の
性
質
又
は
犯
罪
の
状
況
若
し
く
は
こ
れ
と
関
連
す
る
状
況
に
鑑
み

、正
義
の
利
益
を
考
慮
し
、

3
名

の
裁

判
官

の
合

議
体

に
よ

る
公

判
を

開
く

べ
き

で
あ

る
と

の
意

見
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の

犯
罪

に
つ

い
て

の
公

判
を

高
位

裁
判

所
に
お
い
て
陪
審
な
し
で
３
名
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
決
定
を
命
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
3）
項
　
本
条
の
下
で
の
高
位
裁
判
所
の
公
判
は
正
式
起
訴
又
は
法
務
長
官
が
提
出
し
た
訴
状
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
4）

項
　

あ
ら

ゆ
る

成
文

法
又

は
本

法
の

そ
の

他
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

法
務

長
官

は
、

高
位

裁
判

所
に

対
し

、
当

該
裁

判
所

に
お
い
て
陪
審
員
な
し
で
３
名
の
裁
判
官
の
合
議
体
で
裁
か
れ
る
犯
罪
に
関
す
る
訴
状
を
提
出
で
き
る
。

（
5）
項（

a）
　
本
条
の
下
の
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
３
名
の
裁
判
官
に
よ
る
合
議
体
の
公
判
は
、
可
能
な
限

り
迅
速
に
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
修
正
や
本
法
の
下
の
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
修
正
に
従

っ
て
、
陪
審
員
な
し
の
高

位
裁
判
所
に
お
け
る
公
判
に
関
し
て
定
め
ら
れ
た
方
法
に
可
能
な
限
り
沿
っ
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
5）
項（

b）
　
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
合
議
体
に
よ
る
公
判
は
、
例
外
的
な
事
情
が
な
い
限
り
、
公
判
の
迅

速
な
終
結
を
確
保
す
る
た

め
に
、
連
日
開
廷
で
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
合
議
体
の
審
理
に
お
い
て

特
定
の
期
日
に
個
人
的
な

事
情
の
た
め
に
弁
護
人
が
出
廷
で
き
な
か
っ
た
こ
と（

当
該
期
日
に
他
の
裁
判
所
又
は
法
廷
に
出
頭
す
る
約
束
も
含
め
て
）は

、
公
判

開
始
期
日
を
延
期
す
る
理
由
と
は
な
ら
ず
、
公
判
を
延
期
す
る
特
別
の
事
情
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

。
（
c）
　
本
項
の（

b）
号
の
規
定
は
、
本
条
の
下
の
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
合
議
体
の
公
判
に
お
い
て
宣
告
さ

れ
た
判
決
、
刑
の
言
渡
し

又
は
命
令
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
審
理
や
措
置
に
準
用
さ
れ
る
。

（
d）
　

高
位

裁
判

所
の

判
事

が
、

公
判

の
開

始
前

又
は

開
始

後
に

死
亡

し
、

又
は

辞
職

し
、

又
は

公
判

の
全

体
又

は
一

部
の

審
理

か
ら
除
外
さ
れ
る
よ
う
に
求
め
た
と
き
又
は
職
務
の
遂
行
を
拒
否
し
又
は
遂
行
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
、
最

高
裁
判
所
長
官
は
、
当
該

公
判
の
全
部
又
は
一
部
を
審
理
す
る
た
め
に
代
わ
り
の
ス
リ
ラ
ン
カ
の
高
位
裁
判
所
の
判
事
を
指
名
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
e）
　

当
該

指
名

が
な

さ
れ

る
ま

で
の

間
は
、

高
位

裁
判

所
の

合
議

体
に

お
け

る
そ

の
余

の
単

独
の

裁
判

官
又

は
２

名
以

上
の

裁
判

官
に

よ
り

公
判

を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き
、（

d
）
号

に
い

う
死

亡
、

辞
職
、

除
外
、

職
務

の
遂

行
の

拒
否

又
は

不
能

か
ら

１
週

間
以

内
に
当
該
指
名
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
判
は
継
続
し
、
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
そ
の
余
の
単
独
の
裁

判
官
又
は
２
名
以
上
の
裁

判
官
に
よ
り
審
理
が
終
結
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
f）
　（

d）
号

に
基

づ
き

新
た

な
裁

判
官

が
任

命
さ

れ
た

場
合
、

同
任

命
の

前
に

採
用

さ
れ

た
証

拠
を

再
度

採
用

す
る

必
要

は
な

く
、

高
位
裁
判
所
の
合
議
体
は
、
当
該
任
命
の
直
前
の
段
階
か
ら
審
理
を
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。

（
6）

項
　

本
条

に
基

づ
く

高
位

裁
判

所
の

合
議

体
に

よ
る

審
理

に
お

い
て
、

裁
判

所
又

は
そ

の
裁

判
長

は
、

正
式

起
訴

又
は

本
条

の
下
で
の
訴
状
に
基
づ
い
て
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
全
て
の
者
の
召
喚
、
逮
捕
、
拘
束
又
は
保
釈
に
関
し
て

指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
法
務
長
官
の
同
意
な
し
に
保
釈
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
7）

項
　

正
式

起
訴

さ
れ

た
者

又
は

本
条

の
下

で
の

訴
状

に
基

づ
い

て
高

位
裁

判
所

に
起

訴
さ

れ
た

者
は

、
公

判
開

始
の

少
な

く
と

も
２
週
間
前
に
、
高
位
裁
判
所
に
対
し
、
書
面
に
よ
る
申
立
て
を
も
っ
て
、
検
察
が
公
判
で
提
出
し
よ
う

と
し
て
い
る
証
人
の
供
述

調
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
を
申
請
で
き
、
裁
判
所
は
、
当
該
供
述
調
書
又
は
文
書
の
写
し
、
又

は
、
そ
の
裁
量
に
基
づ
い

て
適
切
と
認
め
る
供
述
調
書
及
び
文
書
の
写
し
の
み
を
、
法
務
長
官
か
ら
そ
の
者
に
対
し
交
付
す
る
よ
う

に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
8）

項
　

本
条

の
下

で
の

高
位

裁
判

所
に

お
け

る
審

理
は
、

裁
判

所
が
、

被
告

人
が

逃
亡

し
て

い
る

又
は

病
気

を
装

っ
て

い
る

、
又

は
セ
イ
ロ
ン
島
を
去
り
又
は
裁
判
所
へ
の
出
頭
を
避
け
て
い
る
、
又
は
、
裁
判
所
内
に
い
る
が
審
理
の
進

行
を
妨
げ
又
は
妨
害
し
て

い
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
被
告
人
の
不
在
の
ま
ま
開
始
又
は
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

45
1

（
※
全
文
掲
載
）

45
1
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
裁
判
官
の
指
名
及
び
不
服
申
立
て
）

45
1（
1）
項
　
45
0
条
に
基
づ
く
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
合
議
事
件
全
て
に
つ
い
て
、
Ju
di
ca
tu
re
 A
ct

の
関
連
条
文
は
、
裁
判
官
の

指
名
及
び
そ
の
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
所
の
問
題
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2）

項
　

最
高

裁
判

所
長

官
は
、

同
じ

司
法

管
区

又
は

州
に

お
け

る
公

判
審

理
の

た
め

に
高

位
裁

判
所

の
合

議
体

を
構

成
す

る
複

数
の
裁
判
体
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
体
は
同
時
に
審
理
を
開
始
し
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3）

項
　

本
法

や
他

の
法

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
45
0
条

に
基

づ
く

公
判

に
お

け
る

判
決
、

刑
の

言
渡

し
又

は
命

令
に

対
す

る
不

服
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
不
服
申
立
て
は
、
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
長

官
に
指
名
さ
れ
た

5
名
を
下
回
ら
な
い
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
体
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
判
所
長
官
が
そ

の
裁
判
体
に
自
分
自
身
を
指
名
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
4）

項
　

本
法

の
規

定
及

び
そ

の
他

の
成

文
法

で
、

高
位

裁
判

所
に

お
い

て
陪

審
員

な
し

に
審

理
さ

れ
た

事
件

の
判

決
、

刑
の

言
渡

し
及

び
命

令
に

対
す

る
不

服
申

立
て

に
関

す
る

規
定

は
、

そ
の

場
合

に
応

じ
て
、
45
0
条

に
基

づ
く

高
位

裁
判

所
の

合
議

体
で

審
理

さ
れ
た
事
件
の
判
決
、
刑
の
言
渡
し
及
び
命
令
に
対
す
る（

3）
項
に
基
づ
く
最
高
裁
判
所
へ
の
不
服
申
立
て
に
適
用
さ
れ
る
。
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

10
19

89
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
15
 o
f 
19
89

18
8

（
※
全
文
掲
載
）

18
8
条（

3）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

18
8
条（

3）
項
　（

2）
項
の
免
責
命
令
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
無
罪
判
決
と
し
て
機
能
す
る
。

（
a）
　

免
責

命
令

が
撤

回
さ

れ
ず
、

か
つ
、

同
命

令
が

下
さ

れ
た

日
か

ら
１

年
以

内
に

当
該

被
告

人
に

対
す

る
審

理
が

再
開

さ
れ

な
い
こ
と

（
b）
　
当
該
事
件
が
適
切
に
再
開
さ
れ
、
か
つ
、
免
責
命
令
が
二
度
目
に
発
せ
ら
れ
た
こ
と

た
だ
し
、
治
安
判
事
又
は
そ
の
他
の
再
審
裁
判
所
に
お
い
て
免
責
命
令
を
撤
回
す
る
こ
と
の
申
立
て
が
係

属
し
て
い
る
場
合
は
、
免

責
命
令
は
治
安
判
事
又
は
そ
の
他
の
裁
判
所
が
免
責
命
令
を
撤
回
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
命
令
を
下
す
ま

で
は
、
１
年
間
の
期
間
が

終
了
し
た
場
合
も
無
罪
判
決
と
し
て
機
能
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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11
19

90
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
12
 o
f 
19
90

43
3A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

43
3
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

43
3
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

（
売
買
契
約
の
目
的
と
し
て
の
占
有
に
つ
い
て
）

43
3
条

A（
1）

項
　

売
買

契
約

又
は

リ
ー

ス
契

約
の

下
で

貸
し

出
さ

れ
た

車
両

に
つ

い
て

は
、
Mo
to
r 

Tr
a
f
f
i
c
 
A
c
t（

2
0
3
章

）
に

基
づ
き
当
該
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
が
本
章
の
目
的
の
た
め
に
当
該
車
両
を
占
有
す
る
権
利

が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。

（
2）
項
　（

1）
項
に
い
う
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
が
２
人
以
上
で
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
車

両
に
つ
い
て
最
初
に
登
録

し
た
者
が
本
章
の
目
的
の
た
め
に
当
該
車
両
を
占
有
す
る
権
利
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
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12
19

93
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
4 
of
 1
99
3

40
3

（
※
全
文
掲
載
）

40
3
条
を
以
下
の
と
お
り
改
正
す
る
。

（
1）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
1）

項
　

治
安

判
事

又
は

高
位

裁
判

所
の

裁
判

官
は

、
審

問
又

は
公

判
の

い
か

な
る

段
階

に
お

い
て

も
、

場
合

に
よ

っ
て

は
、

自
ら

の
裁

量
の

下
で
、

保
釈

不
能

な
犯

罪
で

起
訴

さ
れ

た
者

を
保

釈
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

刑
法

1
1
4
条

、
1
9
1
条

及
び

2
9
6

条
に
基
づ
き
処
罰
可
能
な
犯
罪
を
犯
し
た
又
は
関
与
し
た
も
の
と
主
張
さ
れ
、
又
は
同
犯
罪
を
犯
し
た
又

は
関
与
し
た
も
の
と
の
疑

い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
者
は
、
高
位
裁
判
所
の
裁
判
官
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
審
問
又
は
公
判
の
い
か
な

る
段
階
に
お
い
て
も
釈
放

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
3）

項
の
「

治
安

判
事

は
、

法
務

長
官

の
承

認
な

し
に

そ
の

者
を

保
釈

し
て

は
な

ら
な

い
」

と
い

う
文

言
を

「
そ

の
者

は
高

位
裁

判
所
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
の
み
保
釈
さ
れ
る
」
に
差
し
替
え
る
。
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ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
2/

13
19

95
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
4 
of
 1
99
5

29
1

29
1
条（

4）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
と
お
り
差
し
替
え
る
。

（
4）

項
　

罰
金

刑
の

み
の

言
渡

し
及

び
罰

金
を

支
払

わ
な

い
場

合
の

拘
禁

刑
の

言
渡

し
が

あ
っ

た
場

合
に

つ
い

て
、

罰
金

全
額

が
支

払
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
裁
判
所
が
と
り
う
る
措
置
や
罰
金
の
支
払
の
方
法
等
を
定
め
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
4/

14
19

95
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
20
 o
f 
19
95

30
3,
 F
ir
st
 

Sc
he
du
le

執
行
猶
予
に
関
す
る
条
文
及
び
附
則
第

1
の
改
正（

省
略
）

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
3/

15
19

97
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 p
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
19
 o
f 
19
97

30
3,
 F
ir
st
 

Sc
he
du
le

執
行
猶
予
に
関
す
る
条
文
及
び
附
則
第

1
の
改
正（

省
略
）

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
5/

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
34
97
.p
df

16
19

98
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
28
 o
f 
19
98

2
「
児
童
虐
待
」
及
び
「
安
全
な
場
所
」
の
定
義
を
定
め
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
6/

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
35
92
.p
df

43
A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

43
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

43
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

（
1）
項
　
36

条
及
び

37
条
の
規
定
は
、
児
童
虐
待
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
者
又
は
被
疑
者
に
適
用

さ
れ
な
い
。

（
2）

項
　

児
童

虐
待

の
疑

い
を

か
け

ら
れ

て
い

る
者

又
は

被
疑

者
を

令
状

な
し

に
逮

捕
し

よ
う

と
す

る
警

察
官

は
、

速
や

か
に

か
つ

逮
捕
時
か
ら

24
時
間
以
内
に
、
被
逮
捕
者
を
当
該
事
件
の
管
轄
を
有
す
る
治
安
判
事
の
前
に
連
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3）
項
　（

2）
項
の
者
の
連
行
を
受
け
た
治
安
判
事
は
、
警
察
署
長
以
上
の
階
級
の
警
察
官
又
は
そ
の
者
の

不
在
時
に
は
代
理
の
警
察

官
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
証
明
書
が
あ
れ
ば
、
捜
査
の
目
的
の
た
め
に
そ
の
者
を
拘
束
す
る
必
要
が
あ
る

限
り
で
、
３
日
間
を
超
え

な
い
期
間
、
そ
の
者
を
警
察
の
拘
束
下
に
置
く
こ
と
を
許
可
す
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4）
項
　
捜
査
の
終
結
時
又
は（

3）
項
に
基
づ
く
命
令
で
特
定
さ
れ
た
拘
束
期
間
の
満
了
時
の
い
ず
れ
か
先

の
時
点
で
、
そ
の
者
が
治

安
判
事
の
前
に
連
行
さ
れ
、
本
法
の
条
文
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

45
1A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

45
1
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

45
1
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

（
安
全
な
場
所
に
被
害
者
を
保
護
す
る
令
状
）

45
1
条

A
（
1）

項
　

児
童

虐
待

に
関

す
る

正
式

起
訴

又
は

起
訴

が
な

さ
れ
、

児
童

虐
待

の
被

害
に

遭
っ

た
と

さ
れ

る
児

童
が

ケ
ア

と
保

護
を

必
要
と
す
る
と
裁
判
所
が
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
公
判
の
間
、
当
該
児
童
が
ケ
ア
と
保
護
を
受
け
ら

れ
る
安
全
な
場
所
に
確
保

さ
れ
る
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2）
項
　
裁
判
所
が
、
児
童
虐
待
の
被
害
に
遭
っ
た
と
さ
れ
る
児
童
に
つ
い
て
、（

1）
項
に
よ
り
ケ
ア
と
保

護
を
受
け
ら
れ
る
安
全
な

場
所
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
命
令
を
下
す
場
合
、
附
則
第
２
に
定
め
ら
れ
た
形
式
に
則
っ
た
令
状
が
裁
判
所

に
よ
り
署
名
さ
れ
、
裁
判

所
の
書
記
官（

fi
sc
al
）に

届
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

45
3A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

45
3
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

45
3
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

（
公
判
及
び
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
の
優
先
）

45
3
条

A　
全

て
の

裁
判

所
は
、

同
裁

判
所

に
お

い
て

児
童

虐
待

の
罪

で
起

訴
さ

れ
又

は
正

式
起

訴
さ

れ
た

者
の

公
判

及
び

児
童

虐
待
に
係
る
有
罪
判
決
又
は
当
該
有
罪
判
決
に
基
づ
い
て
科
さ
れ
た
全
て
の
刑
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
審

理
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

Fi
rs
t 

Sc
he
du
le

児
童
虐
待
に
関
す
る
罪
の
分
類
を
定
め
る
。

Se
co
nd
 

Sc
he
du
le

児
童
虐
待
に
関
す
る
書
式
を
定
め
る
。

17
19

99
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
47
 o
f 
19
99

30
3

（
※
全
文
掲
載
）

30
3
条
及
び

30
4
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
拘
禁
刑
の
執
行
猶
予
）

30
3
条（

1）
項
　

裁
判

所
は
、

本
条

の
規

定
に

従
い
、

拘
禁

刑
を

犯
罪

者
に

宣
告

す
る

に
当

た
り
、

以
下

の
事

情
に

照
ら

し
て

適
切

と
認
め
れ
ば
、
書
面
に
よ
る
理
由
に
基
づ
き
刑
の
全
部
又
は
一
部
を
猶
予
す
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
a）
　
刑
が
科
さ
れ
た
犯
罪
の
法
定
刑
の
上
限

（
b）
　
犯
罪
の
性
質
及
び
重
大
性

（
c）
　
犯
罪
者
の
有
責
性
及
び
犯
罪
に
対
す
る
責
任
の
度
合
い

（
d）
　
犯
罪
者
の
従
前
の
性
格

（
e）
　
犯
罪
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
直
接
生
じ
た
傷
害
、
損
失
又
は
損
害

（
f）
　
犯
罪
者
に
つ
い
て
加
重
又
は
軽
減
要
素
の
存
在

（
g）
　
全
事
情
に
照
ら
し
て
正
当
な
範
囲
及
び
方
法
で
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
必
要
性

（
h）
　
犯
罪
者
又
は
そ
の
他
の
者
が
同
じ
又
は
似
た
性
質
の
犯
罪
を
犯
す
こ
と
を
防
止
す
る
必
要
性

（
i）
　
犯
罪
者
が
行
っ
た
種
類
の
行
動
を
裁
判
所
に
お
い
て
非
難
し
続
け
る
必
要
性

（
j）
　
犯
罪
者
か
ら
被
害
者
又
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
る
必
要
性

（
k）
　

犯
罪

に
つ

い
て

起
訴

さ
れ

た
者

が
そ

の
犯

罪
に

つ
い

て
有

罪
の

答
弁

を
し

た
事

実
及

び
そ

の
者

が
真

摯
か

つ
真

実
に

悔
悟

し
て
い
る
事
実

（
l）
　
上
記
の
事
情
の
う
ち
２
つ
以
上
の
組
合
せ

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
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ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
7/

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
37
42
.p
df

（
2）
項
　
裁
判
所
は
、
以
下
の
場
合
に
は
、
拘
禁
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
命
令
を
発
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
a）
　
刑
が
科
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
法
律
が
必
要
的
な
最
低
限
の
実
刑
を
定
め
て
い
る
場
合
又
は

（
b）
　
犯
罪
者
が
猶
予
さ
れ
て
い
な
い
拘
禁
刑
の
期
間
に
つ
い
て
服
役
し
て
い
る
か
将
来
服
役
す
る
場
合
又
は

（
c）
　
犯
罪
者
が
保
護
観
察
又
は
条
件
付
き
釈
放
又
は
免
責
に
服
し
て
い
る
間
に
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は

（
d）
　

犯
罪

者
が

科
さ

れ
た

拘
禁

刑
の

期
間

の
合

計
又

は
同

じ
審

理
の

中
で

犯
罪

者
が

複
数

の
犯

罪
に

つ
い

て
有

罪
判

決
を

受
け

た
場
合
の
拘
禁
刑
の
期
間
が
２
年
間
を
超
え
る
場
合

（
3）
項
　
刑
の
全
部
又
は
一
部
の
執
行
が
猶
予
さ
れ
る
期
間（

以
下
「
猶
予
期
間
」
と
い
う
。）
は
、
裁
判
所

に
よ
り
、
刑
の
全
部
又
は

一
部
の
執
行
を
猶
予
す
る
命
令
を
発
す
る
に
当
た
っ
て

（
a）
　
決
定
さ
れ
、
か
つ

（
b）
　

特
定

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

同
期

間
は
、

刑
の

全
部

又
は

一
部

の
執

行
を

猶
予

す
る

命
令

が
発

せ
ら

れ
た

日
か
ら
５
年
間
未
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
4）
項
　
拘
禁
刑
の
執
行
猶
予
の
宣
告
を
受
け
た
犯
罪
者
は
、以

下
の
場
合
を
除
き
、猶

予
さ
れ
た
拘
禁
刑
に
服
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
a）
　
猶
予
期
間
中
に
犯
罪
者
が
法
律
で
拘
禁
刑
を
含
む
刑
罰
が
定
め
ら
れ
た
別
の
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
及
び

（
b）
　
裁
判
所
が（

13
）項

に
よ
る
命
令
を
発
し
た
こ
と

（
5）
項
　
猶
予
期
間
は
刑
の
全
部
又
は
一
部
を
猶
予
す
る
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
日
付
か
ら
起
算
し
て
有
効
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（
6）

項
　

猶
予

期
間

中
に
、

犯
罪

者
が
、

猶
予

期
間

の
開

始
前

に
行

っ
た

別
の

犯
罪

に
よ

り
拘

禁
刑

の
宣

告
を

受
け

た
場

合
、

猶
予

期
間
は
、
同
犯
罪
者
が
同
宣
告
刑
に
つ
い
て
服
役
し
て
い
る
間
に
経
過
し
続
け
る
。

（
7）
項
　
拘
禁
刑
の
執
行
猶
予
の
宣
告
を
受
け
た
者
は
、
猶
予
期
間
の
終
了
時
に
同
刑
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
8）

項
　

拘
禁

刑
の

執
行

猶
予

の
宣

告
は
、

公
職

の
資

格
停

止
若

し
く

は
剥

奪
又

は
年

金
若

し
く

は
そ

の
他

の
便

益
の

没
収

若
し

く
は
停
止
を
定
め
る
法
律
を
除
い
て
、
法
律
の
目
的
上
拘
禁
刑
の
宣
告
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
9）
項
　（

13
）項

に
基
づ
き
犯
罪
者
が
執
行
を
全
部
猶
予
さ
れ
て
い
た
拘
禁
刑
の
全
部
又
は
一
部
に
服
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
場
合
、

公
職
の
資
格
停
止
若
し
く
は
剥
奪
又
は
年
金
若
し
く
は
そ
の
他
の
便
益
の
没
収
若
し
く
は
停
止
を
定
め
る

法
律
の
目
的
上
、
犯
罪
者

は
、
同
項
の
下
で
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
日
に
拘
禁
刑
の
宣
告
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
10
）
項
　（

8）
項

及
び（

9）
項

の
目

的
の

た
め

に
は
、
「

法
」

と
は
、

議
会

の
制

定
法
、

規
制
、

規
則
、

議
会

の
制

定
法

の
下

で
制

定
さ
れ
た
法
、
年
金
に
関
す
る
覚
書
及
び
内
閣
に
よ
っ
て
制
定
若
し
く
は
承
認
さ
れ
た
法
又
は
規
則
を
含
む

。
（
11
）項

　
裁
判
所
が
拘
禁
刑
を
法
定
刑
と
す
る
又
は
法
定
刑
の
中
に
含
む
犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
を
有
罪

と
し
か
つ
当
該
犯
罪
が
別

の
犯
罪
の
猶
予
期
間
内
に
行
わ
れ
た
場
合
は
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
は
、
当
該
被
告
人
を（

13
）項

に
基
づ
き

扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

（
12
）項

（
a）
　

被
告

人
が

拘
禁

刑
を

法
定

刑
と

す
る

又
は

法
定

刑
の

中
に

含
む

犯
罪

に
つ

い
て

有
罪

判
決

を
受

け
、

か
つ

、
別

の
犯

罪
の

猶
予

期
間

内
に

当
該

犯
罪

が
行

わ
れ

た
場

合
は
、（

1）
項

に
基

づ
き

別
の

犯
罪

に
つ

い
て

刑
の

執
行

猶
予

を
宣

告
し

た
裁

判
所

に
対

し
て
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
告
訴
告
発
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
b）
　（

a）
号
の
下
で
の
告
訴
告
発
は

（
i）
　
何
人
に
よ
っ
て
も

（
ii
）　

猶
予
期
間
の
終
期
か
ら
２
年
以
内
に

な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
c）
　（

a）
号
の
下
の
告
訴
告
発
は
、
文
書
に
よ
り
か
つ
告
訴
告
発
人
の
宣
誓
供
述
書
を
添
付
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
d）
　
文
書
に
よ
り
か
つ
宣
誓
供
述
書
が
添
付
さ
れ
た
告
訴
告
発
が（

a）
号
に
基
づ
き
裁
判
所
に
よ
り
受
理
さ
れ
た
場
合
、裁

判
所
は
、

刑
の

執
行

猶
予

を
宣

告
さ

れ
た

者
及

び（
a
）
号

に
基

づ
く

告
訴

告
発

を
し

た
者

を
特

定
の

場
所
、

日
付

及
び

時
刻

に
召

喚
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
e）
　（

d）
号
に
規
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
召
喚
状
は
そ
の
者
に
個
別
に
渡
さ
れ
る
か
そ
の
者
が
直
近
で
居
住
し
て
い
た

と
さ
れ
る
場
所
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
f）
　（

d）
号
の
下
で
裁
判
所
に
出
頭
す
る
よ
う
に
召
喚
を
受
け
た
者
が
召
喚
状
に
あ
る
裁
判
所
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所

は
、
そ
の
者
を
逮
捕
す
る
令
状
を
発
し
、
出
頭
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
13
）項

（
a）
　

裁
判

所
は
、（

12
）
項

の
告

訴
告

発
を

審
理

し
、

あ
る

者
が

法
定

刑
が

拘
禁

刑
で

あ
る

か
拘

禁
刑

を
法

定
刑

に
含

む
犯

罪
に

つ
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
所
が
刑
の
執
行
猶
予
を
宣
告
し
た
犯
罪
の
猶
予
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も

の
と
認
め
た
と
き
は
、（

7）
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

（
i）
　
猶
予
さ
れ
た
刑
又
は
そ
の
一
部
を
回
復
し
、
犯
罪
者
に
そ
の
期
間
服
役
す
る
よ
う
に
命
じ
、
又
は

（
ii
）　

猶
予
さ
れ
た
刑
又
は
一
部
の
刑
の
一
部
を
回
復
し
、
犯
罪
者
に
そ
の
期
間
服
役
す
る
よ
う
に
命
じ
、
又
は

（
ii
i）
　
全
部
執
行
猶
予
の
場
合
は
命
令
の
日
か
ら

12
か
月
以
内
で
猶
予
期
間
を
延
長
し
、
又
は

（
iv
）　

刑
の
執
行
猶
予
の
宣
告
に
関
し
て
命
令
を
下
さ
ず

か
つ
、
そ
の
者
に
対
し

25
00
0
ル
ピ
ー
を
超
え
な
い
罰
金
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
b）
　
裁
判
所
が
、（

a）
号
に
基
づ
き
犯
罪
者
に
対
し
猶
予
さ
れ
て
い
た
期
間
の
拘
禁
刑
に
服
す
る
よ
う
命
じ
た
場
合
、
裁
判
所
が
別

段
の
命
令
を
し
な
い
限
り
、
そ
の
刑
期
は

（
i）
　
直
ち
に
、
か
つ

（
ii
）　

犯
罪
者
が
現
に
服
役
中
の
又
は
服
役
予
定
の
刑
期
と
並
行
し
て

進
行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
c）
　

裁
判

所
は
、

刑
の

執
行

猶
予

の
宣

告
後

に
生

じ
た

全
て

の
状

況
又

は
裁

判
所

に
お

い
て

知
る

こ
と

と
な

っ
た

そ
の

後
の

犯
罪

の
事

実
を

含
め
、

全
て

の
状

況
を

考
慮

し
て

不
当

と
判

断
し

な
い

限
り

は
、（

13
）
項（

a）
号（

i）
又

は（
i
i
）
又

は（
i
i
i）

に
基

づ
く

命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
、
仮
に
不
当
と
判
断
す
れ
ば
文
書
に
よ
り
そ
の
理
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
d）
　（

12
）
項

に
基

づ
く

告
訴

告
発

に
関

し
て

裁
判

所
が

犯
罪

者
を

直
ち

に
処

分
で

き
な

い
場

合
は
、

裁
判

所
は
、

科
す

こ
と

が
で

き
る
条
件
の
下
で
そ
の
者
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

30
4

（
※
全
文
掲
載
）

30
4
条
　
裁
判
所
は
、
拘
禁
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
命
令
を
発
す
る
に
当
た
り

（
a）
　
犯
罪
者
が
理
解
で
き
る
言
語
を
も
っ
て
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
i）
　
発
す
る
命
令
の
目
的
及
び
効
果
並
び
に

（
ii
）　

猶
予
期
間
に
お
い
て
犯
罪
者
が
別
の
拘
禁
刑
を
伴
う
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
の
結
果

（
b）
　
犯
罪
者
の
人
定
及
び
指
紋
採
取
に
関
す
る
命
令
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

削
除

：
30
5
条

（
※

右
は

削
除

さ
れ

た
条

文
）

（
1）

項
　

猶
予

期
間

中
に
、

そ
の

後
の

犯
罪

に
よ

っ
て

裁
判

所
の

有
罪

判
決

を
受

け
た

が
、

当
該

裁
判

所
が

執
行

を
猶

予
さ

れ
た

刑
の
存
在
に
気
付
か
ず
、
犯
罪
者
に
つ
い
て
同
刑
の
処
理
を
何
ら
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
刑
及
び
そ
の
後
の

犯
罪
の
有
罪
判
決
に
つ
い
て
訴
状
を
受
け
取
っ
た
裁
判
所
は
、
当
該
犯
罪
者
に
対
し
出
頭
場
所
及
び
時
刻
を
特
定
し
た
召
喚
状
を
発

付
す
る
か
そ
の
者
の
逮
捕
状
を
発
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2）
項
　（

1）
項
の
下
で
発
付
さ
れ
た
召
喚
状
又
は
逮
捕
状
は
、
犯
罪
者
に
対
し
、
そ
の
後
の
犯
罪
に
関
し
て
有
罪
判
決
を
宣
告
し
た

裁
判
所
の
下
に
出
頭
す
る
こ
と
又
は
連
行
さ
れ
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
犯
罪
者
が
出
頭
又
は
連
行
さ

れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
30
4
条（

1）
項
に
基
づ
き
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
刑
に
つ
い
て
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

18
20

02
Pe

na
l 
Co
de
 （

Am
en
dm
en
t）

Ac
t,

 N
o.
 1
2 
of
 2
00
2

削
除

：
13
5（

1）
（

f）
刑

事
訴

訟
法

13
5
条

に
定

め
ら

れ
た

裁
判

所
が

裁
判

権
を

行
使

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
犯

罪
の

中
か

ら
、
「

犯
罪

に
よ

り
被

害
を

受
け
た
者
が
法
務
長
官
に
よ
る
事
前
の
承
認
の
下
で
告
訴
を
す
る
か
又
は
そ
れ
以
外
の
者
が
同
様
の
承
認
の
下
で
告
訴
を
し
た
の
で
な

い
限
り
、
刑
法
第

19
章
の
犯
罪
」
を
削
除
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
30
44
.p
df

19
20

05
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
14
 o
f 
20
05

17
（
※
全
文
掲
載
）

17
条（

7）
項
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

命
じ
ら
れ
た
補
償
が
治
安
判
事
裁
判
所
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
補
償
は
、
治
安
判
事
が
罰
金
と

し
て
通
常
科
す
こ
と
の
で

き
る
金
額
を
超
え
た
場
合
で
も
、
各
被
害
者
に
つ
き

10
万
ル
ピ
ー
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
8/

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
56
41
.p
df

12
3

12
3
条
の
「
唾
液
、
尿
、
毛
髪
又
は
指
の
爪
の
試
料
」
を
「
血
液
、
唾
液
、
尿
、
毛
髪
又
は
指
の
爪
の
試

料
」
に
改
め
る
。
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

12
6A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

12
6
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

12
6
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

12
6
条

A
（
ア
リ
バ
イ
の
告
知
）

（
1）

項
　

高
位

裁
判

所
に

正
式

起
訴

さ
れ

た
者

は
、

以
下

の
場

合
を

除
い

て
、

公
判

に
お

い
て

ア
リ

バ
イ

主
張

を
支

持
す

る
証

拠
を

提
出
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

（
a）
　
そ
の
者
が
捜
査
段
階
に
お
い
て
ア
リ
バ
イ
に
関
す
る
事
実
を
警
察
に
供
述
し
た
場
合

（
b）
　
予
備
審
問
に
お
い
て
当
該
事
実
を
供
述
し
た
場
合

（
c）
　
正
式
起
訴
後
、
公
判
開
始
の

14
日
前
ま
で
に
、
法
務
長
官
に
通
知
し
て
当
該
防
御
の
主
張
を
し
た
場
合

た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
ア
リ
バ
イ
の
主
張
を
す
る
前
記
期
限
に
遅
れ
た
事
情
を
示
す
の
に
十
分

な
証
拠
に
よ
る
説
明
が
あ

る
と
認
め
れ
ば
、
被
告
人
を
し
て
、
検
察
側
が
事
件
の
主
張
立
証
活
動
を
終
了
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
い
つ

で
も
ア
リ
バ
イ
の
主
張
を

す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
2）

項
　

原
供

述
は
、

そ
の

者
が

い
た

と
主

張
す

る
時

刻
及

び
場

所
並

び
に

そ
の

者
の

ア
リ

バ
イ

を
支

持
す

る
証

拠
を

提
供

し
得

る
者
が
い
れ
ば
そ
の
者
に
関
す
る
全
て
の
情
報
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3）

項
　

本
項

の
目

的
に

関
し

て
「

ア
リ

バ
イ

を
支

持
す

る
証

拠
」

と
は
、

被
告

人
が
、

特
定

の
時

刻
に

特
定

の
場

所
又

は
地

域
に

存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
時
刻
に
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
場
所
に
い
な

か
っ
た
又
は
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
証
拠
を
意
味
す
る
。

14
7

14
7
条
の
「
認
証
さ
れ
た
写
し
２
部
」
と
い
う
文
言
を
「
認
証
さ
れ
た
写
し
３
部
」
と
い
う
文
言
に
差
し

替
え
る
。

15
4

（
※
全
文
掲
載
）

15
4
条
の
従
前
の
条
文
を（

1）
項
と
し
、
そ
の
次
に
以
下
の
条
文
を
加
え
る
。

（
2）

項
　

被
告

人
は
、

高
位

裁
判

所
の

公
判

に
付

さ
れ

る
に

当
た

り
、

裁
判

所
に

対
し
、

高
位

裁
判

所
に

正
式

起
訴

さ
れ

る
な

ら
ば

よ
り
軽
い
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
陳
述
で
き
、
治
安
判
事
は
当
該
陳
述
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
陳
述
が
な
さ
れ
た
事
実
は
、
被
告
人
が
高
位
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
に
進
む
こ
と
を

妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
陳
述
が
な
さ
れ
た
事
実
は
、
公
判
に
お
い
て
被
告
人
に
不
利
に
働
い
て
は
な
ら
な
い
。

（
3）

項
　

高
位

裁
判

所
に

正
式

起
訴

さ
れ

た
被

告
人

が
、

正
式

起
訴

の
中

で
有

罪
判

決
宣

告
の

可
能

性
の

あ
る

よ
り

軽
い

罪
に

つ
い

て
有
罪
を
答
弁
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
陳
述
し
、
裁
判
所
に
お
い
て
同
答
弁
を
受
け
入
れ
る
場
合
、
裁

判
官
は
、
被
告
人
に
刑
を

言
い
渡
す
に
当
た
り
、
被
告
人
が
治
安
判
事
裁
判
所
に
お
い
て
よ
り
軽
い
罪
に
つ
い
て
有
罪
答
弁
を
す
る

意
思
を
表
明
し
た
事
実
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
4）
項
　
被
告
人
が（

2）
項
の
陳
述
を
し
た
事
実
は
、
裁
判
所
又
は
法
務
長
官
に
対
し
て
、
被
告
人
が
高
位

裁
判
所
に
お
い
て
同
裁
判

所
に
正
式
起
訴
さ
れ
た
事
実
の
う
ち
被
告
人
が
有
罪
判
決
を
宣
告
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
よ
り
軽
い
罪
に

つ
い
て
高
位
裁
判
所
に
お

い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
課
す
も
の
と
読
ま
れ
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

19
7

（
※
全
文
掲
載
）

19
7
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
有
罪
答
弁
及
び
刑
の
言
渡
し
）

19
7
条（

1）
項
　
被
告
人
が
以
下
に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
た
場
合
は

（
a）
　
正
式
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
又
は

（
b）
　

当
該

正
式

起
訴

に
つ

い
て

有
罪

と
な

る
可

能
性

の
あ

る
犯

罪
の

う
ち

よ
り

軽
い

犯
罪

に
つ

い
て
、

か
つ

、
裁

判
所

及
び

法
務

長
官
が
同
答
弁
を
受
け
入
れ
る
と
き

か
つ
裁
判
官
に
お
い
て
被
告
人
が
当
該
答
弁
の
効
果
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
答
弁
は
正
式
起
訴
状

に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
時
点
か
ら
被
告
人
に
有
罪
を
宣
告
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
当
該

答
弁
が
な
さ
れ
た
犯
罪
が

謀
殺
で
あ
っ
た
場
合
は
、
裁
判
官
は
、
答
弁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
、
被
告
人
が
無
罪

の
答
弁
を
し
た
場
合
と
同

じ
方
法
に
よ
り
公
判
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2）

項
　

裁
判

官
は
、

被
告

人
に

対
し

て
刑

を
言

い
渡

す
に

当
た

り
、

被
告

人
が

当
該

答
弁

を
し

た
事

実
を

考
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

20
5

（
※
全
文
掲
載
）

20
5
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

（
有
罪
答
弁
及
び
刑
の
言
渡
し
に
つ
い
て

19
7
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
）

20
5
条
　

被
告

人
が

正
式

起
訴

さ
れ

た
犯

罪
又

は
当

該
正

式
起

訴
に

つ
い

て
有

罪
と

な
る

事
実

の
う

ち
よ

り
軽

い
罪

に
つ

い
て

有
罪

答
弁
を
し
た
場
合
は
、
19
7
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

26
3

26
3
条
（
1）

項
の

「
自

ら
の

宣
誓

書
又

は
出

頭
に

つ
い

て
の

保
証

人
の

存
在

を
も

っ
て

」
と

い
う

文
言

を
「

自
ら

の
宣

誓
書

又
は

出
頭

に
つ

い
て

の
保

証
人

の
存

在
を

も
っ

て
。

た
だ

し
、

高
位

裁
判

所
に

お
け

る
全

て
の

公
判

は
、

陪
審

員
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
可
能
な
限
り
、
連
日
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
改
め
る
。

20
20

05
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re

（
Sp

ec
ia
l 
Pr
ov
is
io
ns
） 

Ac
t,
 N
o.
 1
5 

of
 2

00
5

省
略

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-s
pe
ci
al
-p
ro
vi
si
on
s-
2/

21
20

05
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al

Pr
oc

ed
ur
e （

Am
en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 

21
 o

f 
20
05

14
14

条（
c）
号（

む
ち
打
ち
刑
）を

削
除
す
る
。

14
条（

d）
号
の
「
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
う
ち
い
ず
れ
か
２
つ
」
を
「
言
い
渡
さ
れ
た
刑
の
う
ち
い
ず
れ
か
」
と
改
め
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-1
9/

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
56
49
.p
df
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

29
9

29
9
条
（
3）

項
の
「

逃
亡

し
た

有
罪

被
告

人
に

対
し

て
死

刑
又

は
拘

禁
刑

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
罰

金
刑

又
は

む
ち

打
ち

刑
が

宣
告

さ
れ
た
場
合
、
当
該
判
決
は
、
死
刑
又
は
罰
金
刑
又
は
む
ち
打
ち
刑
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
の
規
定
に

従
っ
て
直
ち
に
効
力
を
有

す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
文
言
を
「
逃
亡
し
た
有
罪
被
告
人
に
対
し
て
死
刑
又
は
拘
禁
刑
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
罰
金
刑
が
宣
告

さ
れ
た
場
合
、
当
該
刑
の
言
渡
し
は
、
死
刑
又
は
罰
金
刑
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
の
規
定
に
従
っ
て
直

ち
に
効
力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
」
と
い
う
文
言
に
差
し
替
え
る
。

31
7

31
7
条（

1）
項（

a）
号
を
削
除
。

31
7
条（

2）
項
　「
（
a）
号
で
言
及
さ
れ
た
事
件
を
除
い
た
全
て
の
事
件
」
と
い
う
文
言
を
「
全
て
の
事
件
」
に
改
め
る
。

削
除

: 
28
5 

（
2）

, 
29
4,
 

29
5,
 2
96
. 

29
7,
 2
98

む
ち
打
ち
刑
に
関
す
る
条
文
を
削
除

22
20

06
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
7 
of
 2
00
6

Fi
rs
t 

Sc
he
du
le

省
略

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
co
de
-o
f-
cr
im
in
al
-p
ro
ce
du
re
-a
me
nd
me
nt
-2
0/

23
20

07
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Sp

ec
ia
l 
Pr
ov
is
io
ns
） 

Ac
t,
 N
o.
42
 

of
 2

00
7

省
略

ht
tp
s:
//
ww
w.
la
wn
et
.g
ov
.l
k/
ac
t-
no
-4
2-
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-2
00
7/

24
20

13
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al

Pr
oc

ed
ur
e （

Sp
ec
ia
l 
Pr
ov
is
io
ns
） 

Ac
t,

 N
o.
 2
 o
f 
20
13

省
略

ht
tp
s:
//
ww
w.
pa
rl
ia
me
nt
.l
k/
up
lo
ad
s/
ac
ts
/g
bi
ll
s/
en
gl
is
h/
59
17
.p
df

25
20

16
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
18
 o
f 
20
16

43
1

改
正

前
の（

1）
項

に
「
29

条
の

下
で

取
得

さ
れ

た
財

産
又

は
何

ら
か

の
犯

罪
が

行
わ

れ
た

と
い

う
疑

い
を

生
ぜ

し
め

る
状

況
下

で
盗

ま
れ
た
り
発
見
さ
れ
た
も
の
と
主
張
さ
れ
る
か
若
し
く
は
疑
わ
れ
て
い
る
財
産
の
警
察
官
に
よ
る
差
押
え
は
治
安
判
事
に
直
ち
に
報

告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
治
安
判
事
が
当
該
財
産
を
所
持
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
財
産
を
引
き
渡
す
た
め
又
は
そ
の
者
を

確
定
で
き
な
い
場
合
は
当
該
財
産
を
保
管
及
び
提
出
す
る
た
め
の
適
切
な
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」、

ま
た
、
改
正
前
の

（
2）

項
に
「

当
該

権
利

を
有

す
る

者
が

明
ら

か
で

あ
る

と
き

に
は
、

治
安

判
事

は
、

当
該

財
産

を
治

安
判

事
が

適
当

と
考

え
る

条
件

の
下
に
引
き
渡
す
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
権
利
を
有
す
る
者
が
治
安
判
事
に
と
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
と
き
に
は
、
治

安
判
事
は
、
同
財
産
を
領
置
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
公
告
掲
示
板
及
び
治
安
判
事
が
決
定
す
る
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
２

か
所
に
、
同
財
産
が
ど
の
よ
う
な
物
品
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
特
定
し
、
こ
れ
に
関
す
る
主
張
が
あ
る
者
に
、
公
示
か
ら
６
か
月

以
内

に
治

安
判

事
の

前
に

出
頭

し
て

自
ら

の
主

張
を

立
証

す
る

こ
と

を
求

め
る

通
知

を
公

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

と
定

め
ら

れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
項
の
「
６
か
月
」
を
「
２
か
月
」
に
改
め
た
。
さ
ら
に
、
改
正
前
の
（
3）
項
に
「

そ
の
財
産
が

2
5
0
0
ル
ピ
ー

以
上
の
価
値
が
あ
る
場
合
に
は
、
治
安
判
事
が
適
当
と
考
え
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
は
シ
ン
ハ
ラ
語
、
タ
ミ
ル
語
及
び
英
語
で
出

版
さ

れ
た

新
聞

紙
に

少
な

く
と

も
一

度
掲

載
さ

れ
る

こ
と

が
で

き
る

」
と

定
め

ら
れ

て
い

た
と

こ
ろ
、

1
0
0
0
0
0
ル

ピ
ー

以
上

と
改

め
た
。

ht
tp
:/
/d
oc
um
en
ts
.g
ov
.l
k/
fi
le
s/
ac
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20
16
/1
1/
18
-2
01
6_
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pd
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43
2

43
1
条
の
改
正
に
合
わ
せ
て
小
見
出
し
を
変
更
す
る
も
の
。

43
2A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

43
2
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

43
2
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

43
2
条

A（
1）
項
　
当
該
物
を
占
有
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
２
か
月
以
内
に
そ
の
主
張
を
適
切
に
行
っ

た
場
合
は
、
治
安
判
事
は
、

治
安
判
事
が
適
切
と
考
え
る
条
件
の
下
で
当
該
物
を
そ
の
者
に
戻
す
よ
う
に
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
当
該
物
を
占

有
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
物
を
占
有
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
場
合
は
、
当
該
物
は
治
安
判
事

の
命
令
の
下
で
売
却
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
2）

項
　

当
該

売
却

で
得

ら
れ

た
利

益
は
、

当
該

事
件

の
判

決
が

宣
告

さ
れ

る
ま

で
は
、

政
府

が
所

有
す

る
銀

行
に

開
設

さ
れ

た
預

金
口
座
に
保
管
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
3）
項
　（

1）
項
に
定
め
ら
れ
た
物
を
占
有
す
る
権
利
を
有
す
る
者
は
当
該
物
の
価
値
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
定
め
ら
れ
た
様
式
及
び

方
法
に
従
っ
て
申
請
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
支
払
は
当
該
事
件
の
記
録
さ
れ
た
決
定
に
従
っ
て
な
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

（
4）
項
　（

2）
項
に
い
う
預
金
口
座
の
運
営
及
び
管
理
方
法
を
定
め
た
規
則
が
制
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

26
20

18
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al
 P
ro
ce
du
re
 

（
Am

en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 
11
 o
f 
20
18

12
2A

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

12
2
条
の
次
に
以
下
の
条
文
を

12
2
条

A
と
し
て
挿
入
す
る
。

12
2
条

A（
1）

項
　
1
2
歳

以
上

で
14

歳
未

満
の

児
童

に
よ

っ
て

行
わ

れ
た

と
さ

れ
る

犯
罪

を
捜

査
す

る
警

察
署

の
担

当
者

で
あ

る
警

察
官

は
、

当
該

児
童

の
親

又
は

監
護

者
の

同
意

の
下

で
、（

2）
項

に
定

め
ら

れ
た

専
門

家
に

よ
っ

て
構

成
さ

れ
た

複
数

分
野

の
チ

ー
ム
を
し
て
、
当
該
児
童
が
十
分
に
成
熟
し
た
理
解
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
当
該
事
件
の
管

轄
を
有
す
る
治
安
判
事
が

以
下
の
事
項
を
決
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
報
告
を
得
る
た
め
に
当
該
児
童
に
つ
い
て
検
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
a）
　
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
犯
罪
の
性
質
及
び
状
況
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
の
当
該
児
童
の
責
任
の
程
度

（
b）
　
当
該
児
童
が
何
ら
か
の
セ
ラ
ピ
ー
の
介
入
を
必
要
と
し
て
い
る
か
否
か

（
2）
項
　（

1）
項
に
い
う
複
数
分
野
の
チ
ー
ム
は
以
下
の
人
員
で
構
成
さ
れ
る
。

（
a）
　
関
連
す
る
郡
に
お
け
る
司
法
医
官

（
b）
　
小
児
又
は
思
春
期
の
精
神
科
医

（
c）
　
心
理
学
者
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番
号

改
正
年

法
律

名
改

正
対

象
条

文
改
正
概
要（

※
改
正
法
の
全
文
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
「
※
全
文
掲
載
」
と
記
載
。）

掲
載

U
R
L

（
3）

項
　

児
童

の
親

又
は

監
護

者
が

前
記

の
検

査
に

同
意

し
な

い
場

合
は
、

警
察

署
の

担
当

者
は
、

当
該

事
件

の
管

轄
を

有
す

る
治

安
判
事
に
対
し
、
当
該
児
童
を
検
査
す
る
当
該
複
数
分
野
の
チ
ー
ム
を
形
成
す
る
権
限
を
与
え
る
命
令
を
発
す
る
よ
う
に
申
し
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
4）
項
　
関
連
す
る
郡
の
司
法
医
官
が
利
用
可
能
で
な
い
場
合
は
、
犯
罪
を
捜
査
す
る
警
察
署
の
担
当
者

は
、（

1
）項

に
い
う
報
告
書

を
入
手
す
る
た
め
に
他
の
郡
の
司
法
医
官
の
助
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
5）

項
　

当
該

複
数

分
野

の
チ

ー
ム

は
、

警
察

署
の

担
当

者
に

対
し

そ
の

報
告

を
行

い
、

当
該

担
当

者
は
、

治
安

判
事

に
対

し
、

治
安
判
事
が（

1）
項
に
定
め
る
事
柄
に
つ
い
て
、
刑
法

76
条
の
規
定
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
意
見
を
形
成
し

決
定
を
下
す
こ
と
を
助
け

る
た
め
、
当
該
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
6）
項
　（

1）
項
に
定
め
る
児
童
は
、
小
児
精
神
科
医
及
び
心
理
学
者
の
監
督
及
び
評
価
の
下
で
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

27
20

21
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al

Pr
oc

ed
ur
e （

Am
en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 

14
 o

f 
20
21

43
B

（
※
全
文
掲
載
）

制
定
法

43
A
の
次
に
以
下
の
条
文
を

43
B
と
し
て
挿
入
す
る
。

43
B（
1）
項
　
治
安
判
事
は
、
自
ら
が
任
命
さ
れ
た
司
法
郡
内
に
位
置
す
る
全
て
の
警
察
署
を
、
毎
月
少
な
く
と
も
１
回
は
、
当
該
警

察
署

に
お

い
て

警
察

の
拘

束
下

に
あ

る
被

疑
者

が
「
19
94

年
拷

問
お

よ
び

そ
の

他
の

残
虐

な
、

非
人

道
的

な
ま

た
は

品
位

を
傷

つ
け
る
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
を
禁
止
す
る
法
律
」
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2）
項
　（

1）
項
の
目
的
の
た
め
、
警
察
署
を
訪
れ
る
治
安
判
事
は

（
a）
　

自
ら

被
疑

者
と

面
会

し
、

被
疑

者
が

警
察

署
で

拘
束

さ
れ

て
い

る
中

で
心

身
と

も
に

健
康

で
あ

る
こ

と
、

福
祉

及
び

状
態

を
見
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ

（
b）
　
自
ら
の
視
察
結
果
及
び
被
疑
者
が
述
べ
る
い
か
な
る
不
満
も
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3）

項
　

治
安

判
事

は
、

被
疑

者
が

拷
問

を
受

け
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は
、

被
疑

者
を

司
法

医
務

官
又

は
政

府
医
官
に
よ
る
医
学
検
査
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
者
の
下
に
連
れ
て
行
く
こ
と
及
び
当
該
医
官
か
ら
治
安
判
事
に
対
し
報
告
す
る
こ
と
を

指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4）

項
　

当
該

医
官

に
よ

る
報

告
が
、

被
疑

者
が

拷
問

に
さ

ら
さ

れ
て

い
る

事
実

を
明

ら
か

に
し

た
と

き
は

、
治

安
判

事
は

、
被

疑
者
に
対
し
て
必
要
な
医
療
を
提
供
し
か
つ
当
該
被
疑
者
の
拘
束
場
所
を
変
更
す
る
指
示
を
含
む
適
切
な
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
5）

項
　

治
安

判
事

は
、

警
察

の
監

査
官

に
対

し
、

主
張

さ
れ

て
い

る
拷

問
に

つ
い

て
、

法
務

長
官

が
当

該
拷

問
を

行
っ

た
と

さ
れ

て
い
る
者
に
対
す
る
刑
事
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
捜
査
を
開
始
す
る
こ
と
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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44
2

裁
判
所
の
判
決
又
は
終
局
決
定
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
者
が
、
判
決
、
証
言
録
取
書
、
終
局
決
定
又
は
記
録
の
一
部
の
写
し
を
入

手
す

る
場

合
の

費
用

に
つ

い
て
、

従
前

の
条

文
で

10
0
文

字
当

た
り

25
セ

ン
ト

と
定

め
て

い
た

と
こ

ろ
、

司
法

担
当

の
省

の
次

官
が
定
め
る
金
額
に
よ
る
旨
改
正
し
た
も
の
。
ま
た
、
た
だ
し
書
き
に
よ
り
、
告
訴
告
発
人
及
び
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
判
決
及
び
終

局
決
定
の
写
し
各
１
部
を
無
料
で
入
手
で
き
る
と
定
め
ら
れ
た
。
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44
3

44
2
条
の
改
正
に
合
わ
せ
て
、
審
理
内
容
の
写
し
を
交
付
す
る
要
件
を
改
め
た
も
の
。

30
20

22
Co

de
 o
f 
Cr
im
in
al

Pr
oc

ed
ur
e （

Am
en
dm
en
t）

 A
ct
, 
No
. 

38
 o

f 
20
22

28
1

28
1
条

の
「

裁
判

所
に

は
18

歳
未

満
で

あ
る

と
思

料
さ

れ
る

」
と

い
う

文
言

を
「

そ
の

者
に

よ
り

当
該

犯
罪

が
行

わ
れ

た
時

点
で

18
歳
未
満
で
あ
っ
た
」
に
差
し
替
え
る
。
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28
6

改
正
前
の

28
6
条
は
、同

条
及
び

28
8
条
の
文
言
中
の
「
大
統
領
」
が
ス
リ
ラ
ン
カ
の
大
統
領
を
意
味
す
る
と
定
め
て
い
た
と
こ
ろ
、

改
正
前
の

28
8
条
に
、「

刑
法

53
条
の
下
で
大
統
領
の
定
め
る
期
間
拘
禁
さ
れ
る
と
い
う
刑
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
は
、
他
の
法
律

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
統
領
が
適
宜
定
め
る
場
所
及
び
条
件
の
下
で
拘
禁
さ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の

拘
禁
の
期
間
中
は
法
的
な

拘
束
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
改
正
に
よ
り
「
大
統
領
」
が

28
8
条
の
文
言
に
含
ま
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
28
6
条
に
つ
い
て
の
み
「
大
統
領
」
の
定
義
を
定
め
た
も
の
。

　
28
8

（
※
全
文
掲
載
）

28
8
条
を
削
除
し
、
以
下
の
条
文
と
差
し
替
え
る
。

刑
法（

第
19

章
）
の

53
条

に
基

づ
き

刑
の

言
渡

し
を

受
け

た
者

は
、
18

歳
未

満
の

者
の

拘
禁

の
た

め
に

成
文

法
で

設
立

さ
れ

た
機

関
に
お
い
て
、
判
決
に
定
め
ら
れ
た
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
成
文
法
の
規
定
に
従
っ
て
拘
禁
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。
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